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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。

定足数に達しておりますので、これから

平成２７年第７回美幌町議会定例会第２日

目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、６番戸澤義典さん、７番早

瀨仁志さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

なお、中嶋議員、風邪のため本日欠席の

旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、さきに通告いたしました２項目３点に

ついて質問をさせていただきます。

まず、防犯カメラの設置状況についてで

あります。

町内に設置してある防犯カメラの管理及

び運用状況について。また、今後の設置予

定についてであります。

１番、防犯カメラは、昨今におけるさま

ざまな事件・事故の解決に際し、大きな成

果を上げる設備の一つであります。とりも

なおさず、事故・犯罪等の発生を抑止する

効果も多大であると思われます。

今後、ますますその必要性が望まれます

が、公共施設の設置状況及び管理・運営に

ついて、どのような取り決めがなされてい

るのかお示しください。

二つ目、各商業施設においても、防犯カ

メラの設置率が高まっております。さらに

は、交通事故、各種犯罪、防犯等の観点か

ら設置が急務な場所が数多く見受けられ、

公共施設、各自治会、商店街等、多岐にわ

たると考えられます。

今後の防犯カメラ設置の予定をお示しく

ださい。

次に、障害者支援についてであります。

障害者の支援についてお尋ねいたしま

す。

美幌町においては、障害者・障害児への

福祉政策は広範囲にわたり、手厚い施策を

網羅しております。しかしながら、障害

者・障害児を見守る保護者の方々は日々不

安な毎日をお過ごしの方が多くいらっしゃ

るのも事実であります。さまざまな困難と

日々対峙しながら暮らす方、見守る方の問

題として、普通に暮らすということがいか

に難しい社会であるかということでありま

す。

現在、知的障害者・障害児を持つ保護者
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の方が、事故やけがで突然家をあけなけれ

ばならなくなった場合、障害を持つ方や保

護者は不安な夜を過ごさなければならなく

なります。日中の一時支援や放課後デイサ

ービスでは、この不安は拭えません。この

現状に対して、町長の考えをお示しくださ

い。以上です。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えを申し上げます。

初めに、防犯カメラ設置状況について。

町内に設置してある防犯カメラの管理及

び運用状況について、今後の設置予定につ

いてであります。

１点目の御質問でありますが、まず、公

共施設への設置状況につきましては、町が

所有する防犯カメラはございませんが、美

幌町防犯協会が防犯カメラを所有し、公共

施設としてコミュニティセンター敷地を提

供して、屋外１カ所にカメラ２台、また、

美幌駅の待合場と屋外に計２台が設置され

ている状況でございます。

しかし、これら防犯カメラは、美幌町防

犯協会が所有しており、管理・運営につき

ましても、同協会が行っている状況のた

め、防犯カメラの取り決めにつきましては

特にありません。

２点目の、今後の防犯カメラ設置の予定

についての御質問でありますが、防犯カメ

ラの設置により、犯罪抑止の効果がより期

待され、また犯罪・事件の解決につながる

報道もされているところであります。

町が防犯カメラ設置を進めるに当たりま

しては、明確な設置目的はもちろんであり

ますが、人権を尊重し、個人情報保護も考

慮しながら検討を要するものであり、公共

施設を含めて、自治会や商店街の多岐にわ

たる箇所に防犯カメラ設置を推進していく

ことは、現時点のところ考えておりませ

ん。

本町は、既に町民の各種コミュニティ活

動やボランティア活動による防犯活動が広

く浸透している町であります。

しかし、防犯カメラ設置が近年の多様化

する犯罪に抑止効果を高め、今後において

安全・安心を求める町民意識の醸成が図ら

れる場合は、検討が必要であると考えてお

ります。

次に、障害者支援について。

障害者の生活支援についてであります

が、平成１８年４月に障害者自立支援法が

施行され、身体・知的・精神障害の種別に

かかわらず、サービスを利用するための仕

組みが一元化されました。さらに、平成２

５年度からは障害者総合支援法が施行さ

れ、障害のある人を取り巻く環境は大きく

変化する中、障害のある人や家族及び介護

者への支援体制の確立が求められました。

こうした背景から、町としましても知的

障害者（児）の皆さんが住みなれた地域で

安心して暮らせるよう、各種施策に取り組

んでいるところであります。

お尋ねの、知的障害者(児)を持つ保護者

の方が事故やけがで突然家をあけなければ

ならない場合の現状に対する考え方であり

ますが、本町におきましては、美幌療育病

院に重症心身障害児（者）用の短期入所ベ

ッドが２床あるほか、今後、社会福祉法人

北海道療育園が整備予定する障害者用グル

ープホームにおいても、知的障害者向けの

短期入所室が男女１戸ずつ整備される計画

でありますことから、こうした施設サービ

スを利用していただきたいと考えていると

ころであります。

また、先ごろ設立されました特定非営利

活動法人「絆－びほろ」におきましても、

生活たすけあいサービス事業として、知的

障害者（児）を持つ保護者の突然の行事に

際し、夕刻以降の見守り支援については、

要請内容によりますが対応可能であること

を確認しているところであります。

このように、本町には知的障害者（児）

の安心・安全を確保するための地域資源が

存在しておりますので、町で補えない部分
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は民間団体やボランティア組織などの協力

を得ながら、美幌町に住んでいてよかった

と思っていただけるよう、引き続き、障害

者福祉施策を進めてまいりますので、御理

解を賜りますようお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 再質問をさせてい

ただきます。

防犯カメラでございますが、美幌町にあ

る防犯カメラは、今ほど説明の中で防犯協

会所有のものであるという御説明をいただ

きました。それは、コミュニティセンター

の裏手にあるものと理解しておりますが、

そのほかに美幌駅前、あとは個人宅にも防

犯協会から設置されていると聞いておりま

すけれども、コミセンの裏手にあるという

ことは、要は公共施設内に設置してあると

いうことではあるのですが、それを容認し

たといいますか、そこに設置した経緯、ま

たは防犯協会と美幌町との関係性といいま

すか、どういうかかわりを持ってふだん活

動をしているかについてお聞きしたいとま

す。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） まず１

点目の御質問の設置までの経緯ということ

でございますけれども、コミセンの裏手側

のほうで、当時、痴漢行為ですとか、そう

いった事例があり、防犯協会からそういう

御相談があり、その場所に設置してほしい

ということがあったとお聞きしておりま

す。

また、美幌町と協会とのかかわりという

ことでございますけれども、防犯協会につ

きましては、町としましても、そうした活

動に各団体のそれぞれの長の方が協会の役

員となっております。

美幌町としましても、そうしたかかわり

の中で、一緒に防犯等の部分を進めていく

立場ということでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） そういう諸問題が

あって、防犯協会からの依頼で設置された

という経緯でありますが、そうなると、そ

のほかの公共施設に対しても、いろいろな

問題、多くの人が出入りされるというとこ

ろがあると思うのですが、そういう部分で

の取りつけ、また設置の依頼というのはな

かったのでしょうか。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 町のほ

うに直接そういうお問い合わせの部分はご

ざいませんでした。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ということであり

ましたが、本当に最近いろいろな事件・事

故については、防犯カメラの高揚といいま

すか、有用性は理解されるところがあると

思います。

もちろん、町の中にもコンビニエンスス

トア、金融機関、また大型スーパー等々、

各いろいろな施設に設置されていると思い

ます。それは、なぜそういうところがある

のかというのは、今、申し上げたところで

はあるのですが、それに対して２万人を超

える町で一切そういうものが取りつけされ

ていないということについて、非常に私は

疑問を感じるところであります。

例えば、過去に、そういう防犯カメラの

設置が必要だという話はなかったのかとい

う思いはいつもしています。まず、そうい

う話があったかどうか、お尋ねいたしま

す。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 私の知

る範囲では聞いておりません。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） いろいろな各市町

村でも――あまり小さな町ではわかりませ
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んが、ガイドライン等を設定して、防犯カ

メラを運用・運営するということが割と行

われているというのも聞いております。

この間も、せんだって１０月に第６期美

幌町総合計画の素案の答申が総合計画審議

会で若林会長からございまして、その中で

も参考意見といたしまして「公共施設にお

ける防犯カメラの設置と近年多様化する犯

罪への抑止効果を高める事業を検討してい

ただきたい」という質問があって、その回

答といたしまして「人権を尊重しながら個

人情報の保護の観点や安全とのバランスを

図りながら、どのように運用するかはかな

り難しい面もあります。今現在では防犯カ

メラの設置を新たに推進していくことが難

しいと考えておりますが、将来的には時代

の変化に即応して設置するなどを検討して

まいります」と、こういう回答が寄せられ

ておりました。

人権を尊重しながら、個人情報の保護と

いう観点でいくのであれば、逆になおさ

ら、防犯カメラ等々をきちんと設置して、

事件・事故から安全・安心を標榜する美幌

町といたしましては、そういう観点から

も、例えば、事故多発地帯ですとか、防災

の関係もございます。いろいろな観点か

ら、そういう設置が必要であると考えるの

ですが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今、議員がお

っしゃったとおり、防犯カメラの機能とい

たしましては、犯罪の抑止機能並びにその

犯罪の解決機能を有しているのだと考えて

おります。また、一方では、侵害される権

利等もございまして、肖像権あるいはプラ

イバシーの問題等々含めて、こういった形

について論議をされることもしばしばある

ことから、防犯カメラを行政が設置する場

合については、これらの課題を解決する必

要があるのだろうと考えているところでご

ざいます。

防犯カメラが持つ有益性と危険性、これ

について、どうバランスをとっていくのか

ということも含めて、考える必要があると

認識をしているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） そこまで認識され

ているのであれば、私はなおさらのこと、

設置はもちろんなのですが、プライバシー

の保護、個人情報等々についておっしゃる

のであれば、ガイドラインの策定を急ぐべ

きではないかと、そして、とりもなおさ

ず、公共施設に設置するといいますか、町

で管理・運用するものを今後設置されるの

であれば、そこに適用するのはもちろんで

あります。

一つ、こういうアンケートの話がありま

す。あるガイドラインを策定した町であり

ますが、市民からアンケートをとった中

に、全国的にカメラで記録された画像が犯

人逮捕の決め手となるケースが相次いでお

ります。カメラが犯罪の未然防止や解決に

つながるということで、多くの店舗などが

設置しているところであります。この町の

防犯カメラへの意識調査アンケートにより

ますと、大多数の市民は、防犯カメラの必

要性は認めているものの、その６割はプラ

イバシー保護に関する懸念を抱き、画像の

無断・不正使用などに不安感を抱く市民も

３割いることがわかったと。防犯カメラの

実態調査により、カメラを設置している事

業者の半数以上が、設置運用基準を設けて

いないこともわかったと。町民のプライバ

シーを保護するとともに、防犯カメラに対

する町民の不安感の解消を図り、もって防

犯カメラの設置及び運用の適正化を促進し

ていくため、事業者への配慮を促す意味で

ガイドラインを策定すべきと考える、とあ

りました。

ですからこれは、ガイドラインの策定と

いうのは、とりもなおさず、美幌町が設置

したものに限らず、冒頭に申しました、今

本当にいろいろな各コンビニ、金融機関、
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スーパー、いろいろな施設でもあるのです

が、その運用については、その業者さんと

いいますか、設置した方のある意味、自由

に任されているということが、皆さんが懸

念するところの個人情報の問題だとか、プ

ライバシーの侵害とか、それらはいろいろ

な意味で侵されているものがあるのではな

いかということです。逆に私は、そこで心

配になるのです。であれば、行政が主導し

て安全・安心な町のためのプライバシーを

守ると、また、いろいろな事件・事故の解

決のために、有用である防犯カメラの設置

のガイドラインというものを積極的に策定

して、各町内の業者さんに美幌町の防犯カ

メラのガイドラインということで取りまと

めをしていくという、積極的な対応姿勢が

求められるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 町内各店舗、

金融機関等々において、防犯カメラが設置

をされて、作動がされているという中で

は、防犯カメラ作動中という掲示もされて

いると考えております。

防犯カメラの性格が監視カメラと違いま

して、犯罪の抑止効果が高いということ

で、犯罪が起きてほしくない場所に防犯カ

メラが設置されるというところが、ほとん

どだろうと認識をしているところでござい

ます。それらについても、先ほど申しまし

た、プライバシー・肖像権を含めて、それ

らの録画媒体としては残っているわけです

から、それぞれの事業所においてデータの

管理のあり方、あるいはその利用の仕方を

含めて、どういった形で運用がされている

のかというのは行政のほうでは調査をして

おりませんので、利用実態を含めて、どう

いった形で運用されているのかということ

の把握については、必要なことかというよ

うに認識をしているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 認識をされている

ようであれば、本当にこれはもう、検討と

かそういう言葉ではなくて、やはりいつ何

どき、事件・事故が起きるのかはわかりま

せん。そして、先般の台風もございまし

た。いろいろな各危険地区・危険地域、も

ちろん交通事故多発の場所もあるでしょう

し、また、最近考えれば、高齢者の徘徊の

問題、そして行方不明者の捜索等々、いろ

いろなところに有用なことが考えられま

す。

私は、先ほどから防犯カメラと発言して

おりますけれども、本来的には防犯という

よりは、防災カメラであろうと思います。

また、防災と言うと、台風とか災害のこと

だと思われがちですが、いろいろな事件・

事故、全ては災難、災いでございますの

で、私は防災カメラという観点から、河川

氾濫地区または事故多発地帯、小・中学校

を含めた子供たちを守る場所、病院も含め

た公共施設、そしてまた、事故が多発する

可能性がある場所を各自治会からとか、商

店街等々から何らかのアクションがあれ

ば、積極的に設置または設置補助を出すと

か、そういう部分の応援をぜひとも積極的

にしていただきたいと強く思いますが、い

かがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １回目の町長

の答弁でも述べさせていただいております

けれども、防犯カメラを設置するというこ

とよりも、それをどう運用していくかとい

うことと、それの管理をどうするかという

ことが極めて重要であると認識をしており

ます。そのことを含めて、町民意識の醸成

が図れるようなことがあるのであれば、検

討を進めていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 今、総務部長のお

言葉ですと、特別に問題がないから、今は

手をかけないほうがいいだろうと捉えられ
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るのですが、そういう捉え方でよろしいで

すか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今は特別に問

題がないので手をかけないほうがいいだろ

うとは思っておりません。

カメラを設置するということは、２４時

間どこでも人を撮影して、それを録画する

という機能でございます。防犯カメラとい

うのは、目立つように設置をするというの

がほとんどでございますので、それらを含

めて、町民の方々の理解を得られるようで

あれば、検討をさせていただきたいと考え

ているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 繰り返しになって

恐縮でありますが、それであればなおさ

ら、冒頭にも言っております、ガイドライ

ンの策定というものに、ぜひ着手していた

だいて、この町の安全・安心をこういうこ

とで守っているのだと、決して皆さんのプ

ライバシーを侵害するものではないという

理屈で、例えば、機械には鍵をたくさんか

けて簡単に見られないようにしていると

か、そういうガイドラインの策定がまずつ

くられることによって、そういう皆さんの

心配や不安は、払拭できると私は思ってお

りますので、ぜひガイドラインの策定を急

いでいただいて、そしてまた、主要な施

設、公共施設含めて、積極的に防犯カメ

ラ、防災カメラの設置を強く強くお願いし

たいと、要望するということであります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 総務部長初め、答

弁をさせていただきましたけれども、犯罪

抑止機能と犯罪の解決のためのメリットは

あると思います。そして一方では、プライ

バシーをしっかりと守らなければならない

ということがあると思います。

我が町を考えると、やはり青少年育成協

議会だとか、さまざまな団体が多くの見守

りをしている中で、全てこのカメラに頼っ

ていいのかどうかということは、現実問題

としてあると思います。

それで、ガイドラインをつくるのも、こ

れは誰がつくるのかという問題があると思

います。例えば、警察が設置しているもの

が多い状況の中で、それを民間も含めて、

公共施設と同じように考えて、警察がガイ

ドラインをつくるというようなところも、

全国にはあるようであります。町が積極的

にガイドラインをつくるというのは、どう

なのかも含めて研究してみないと、今にわ

かにはお答えはできませんが、いずれにし

ろ、両面でいかなければいけないと思いま

す。地域のボランティアの方もたくさん見

守りをしております。それと、災害・交通

事故も含めて、この町のボランティア活動

はすばらしいという評価もいただいており

ますので、それと合わせて、全く必要ない

という話ではなくて、町民の皆さんの声の

高まりがあって、そういう機械、ハードに

よって見守らなければだめだと、ソフトの

部分ではだめだという機運が高まってきた

り、時代的な流れの中で判断をしてガイド

ラインをつくる、そして設置に向けてどう

いうルールを守らなければいけないかとい

うことを、しっかりとこれから研究しなけ

ればいけないと、そのように思っています

ので、御理解を賜りたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 町長がおっしゃる

ように、美幌町のボランティア活動の見守

り隊が見回る話も聞いております。

先般も、元町自治会の独居老人の方のお

宅を見守るとか、本当にすばらしい地道な

活動が根づいている、すばらしい町だとい

うことは私も重々承知しておりますし、交

通安全問題に関しましても、取り組みは本

当に全道トップレベルだと自負していると

ころでもあります。

しかしながら、それは、やはり人的な限
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りのある運動でありますので、それを補完

するという意味でも、こういう機械に頼る

というのも非常に有用なものであると私は

強く思っております。２４時間、人が見守

るわけにはもちろんいきませんので、特に

夜だとか、災害の日だとか、いろいろと人

ではできない部分も十分に機能を備えてい

るということもあります。

また、犯罪におきましては、今はそれこ

そプライバシーの問題に大きくかかわるの

でしょうけれども、顔認証システムだと

か、いろいろとハイテクであり、瞬時にし

て犯人逮捕につながるというような事例も

ございますので、これは待ったなしの施策

の一つとして考えていただいて、ぜひ実現

するように強く強く要望するものでありま

す。

以上で、防犯カメラについては終わりま

す。

続きまして、障害者支援についてであり

ます。

まず、答弁いただいた中で、本当に知的

障害をお持ちの保護者の方たちで、ふだん

は何とかやりくりをしながら、子供たちの

世話といいますか、生活をされているとい

うようにお聞きをするのですが、いざ本人

が、御自身が病気・けがで家に戻れなくな

ったというときに、通常であれば、近所の

友達ですとか、親類縁者に頼むところも多

いとは話を聞きますけれども、やはりそれ

らがどうしてもかなわない話が多くあるそ

うであります。体の不自由をしても、子供

を何とか守るという日々の不安を抱えてい

るという方の話を多く聞くにつけ、美幌町

の現状をいろいろと調べさせていただきま

した。

答弁で、知的障害者を持つお子さんの中

で、療育病院の重症心身障害児（者）の短

期入所ベッドがあるといいますが、これは

重心の方であって、重心の方ももちろん家

で介護をされている方も多くいらっしゃる

のですが、自分のことはある程度できると

はいえ、１人では家の中には置いておけな

いという方も非常に多いと聞いておりま

す。

その中で、もう一つの答えとして、北海

道療育園が今後、整備するであろうグルー

プホームがあると聞いています。場所は存

じておりますけれども、まだしばらく更地

のままが続いているのですが、わかる範囲

でこれはいつできるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ただいま、療

育病院におきまして、国の補助金制度を利

用しようということで、今年度においても

申請中ということでございますので、その

結果を待って年度が決まるというような形

になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ということは、い

つになるか、なかなかわからないと。国の

判断次第ということですね。

となると、突発的な事故・事件でお願い

したいというときに、今現在、きょう、あ

すで何かあった場合、どのような受け入れ

先があるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 美幌町の場合

でいきますと、子供さんの特性にもよりま

すけれども、急に新たな場所で面倒を見ら

れるかという問題もございます。

ただ、管内には２０ぐらい、場所にもよ

りますけれども、そういう受け入れる施設

がございます。ですから、もしそのような

ことがあったときには、それぞれの施設に

お願いをすることになろうかと思います。

ただ、ふだんからいろいろなその関係団

体とコミュニケーションをとってもらっ

て、そのようなことが起きたときにどうす

るかという備えをしていただくことが一番

大切ではないかと、このように考えており

ます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ
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ん。

○５番（稲垣淳一君） もちろん、何でも

かんでも行政任せということは、私も思い

ませんし、もちろん、その御家庭の方もそ

のようにおっしゃっておりますが、やはり

常にその不安の中で生活をされているとい

うことで、今回の回答の中でありがたいと

思ったのは、先ごろ設立された特定非営利

法人「絆－びほろ」の中で、生活たすけあ

いサービス事業というものがあって、その

中で要請内容によっては、対応が可能とい

う回答をいただいたところでありますが、

この「絆－びほろ」でありますが、いろい

ろと調べた過去の団体でいうと、生活たす

けあいサービスさくらんぼさんだとか、託

老所のひだまりさんだとか、脳トレーニン

グなどを行う認知症予防推進事業やまびこ

さんだとか、この三つのそれぞれの活動が

集まって一つの団体をつくられたとお聞き

及びしておりますけれども、ある意味、こ

ういう高齢者の団体で集まった方たちの中

で、知的障害者を受け入れるサービスとい

うのをやっていただけるということで理解

してよろしいですか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほども申し

上げましたけれども、要請内容ということ

がございますので、やはり、そのお子さん

に合った形ができるかできないかで、対応

が可能か可能でないかということになろう

かと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） できたばかりの施

設で私も勉強不足ではあったのですが、こ

の要請内容というのは、具体的にどのよう

なものがあれば、受け入れが可能なのでし

ょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 受け入れる体

制にもよりますけれども、やはり通常寝た

きりの場合だとか、そういう状況のときは

非常に難しいかというように考えておりま

すので、軽度の方が対象になろうかと、こ

のように考えております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 軽度の方なら受け

入れは可能ということで、もちろん事前に

いろいろな登録だとかが必要であろうとは

思いますが、そうであれば夕方に行って翌

朝というか、２４時間程度の見守りができ

るということで理解してよろしいですか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 程度にもより

ますけれども、対応していただけるという

話になっております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ということであれ

ば、本当に心強い施設ができたというよう

に思います。

後で聞けばいいのかもしれませんが、ち

なみにこの受け入れる施設の場所はどこに

なるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今ここでは施

設を持っておりませんので、それぞれの自

宅に訪問した形でお世話をするということ

になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ヘルパーさんみた

いな方がお宅に行かれて、そこで数時間と

いうか、朝までといいますか、いろいろな

見守りをしていただけるというサービスが

あるということですね。（「はい」と発言

する者あり）ありがとうございます。

本当に美幌町には、発達支援センターで

すとか、マイスペース美幌の放課後デイサ

ービス、小・中・高校生対象というのでし

ょうか、あとはデイなのはなで日中一時支

援事業だとか、本当に多岐にわたる熱い熱

い施策を実施しているのは、私もよく知る
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ところでございます。決して重箱の隅をつ

つく話ではないのですけれども、やはり普

通に暮らす、普通に生きるということが、

障害者・障害児、いろいろな方々が、この

美幌町に住んでいてよかったと、よく町長

はおっしゃいますが、そういう思いを享受

できる社会になるために、我々はこういう

いろいろな細かいことはあるのですけれど

も、サポートして皆さんを応援していかな

ければという思いが強くあるわけでありま

す。

健常者といいますか、そういう方たちが

集まった力、または資金で、そういういろ

いろなお困り事のある方たちを支えていく

という温かい社会が強く強く求められてい

る時代なのだろうと思っておりますので、

ぜひ今後ともこういう福祉施策におきまし

ては、十二分に美幌町も取り組んでいるの

はわかりますが、さらにさらに、いろいろ

と町民または利用者さんの声を聞いて、取

り組んでいただくことを切に要望して、私

の質問を終わりたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 稲垣議員が御心配

のある向きは、十分に我々も同じような思

いを持っております。

それで、今回ハンディキャップを持って

おられる方のお話でありましたけれども、

このほかに身体であるとか、精神にハンデ

ィキャップを持っておられる方もいるとい

うことで、三障害をどうするかという問題

は極めて重要だと思います。

それで、普通に生きるということ、普通

に共生ができる社会を目指していこうとい

うのが国の方針でありますので、そういっ

た取り組みをしっかりやっていきたいと、

そのように思っております。

それで、ぜひこの機会にＰＲをさせてい

ただきたいのですけれども、普通に生きる

という映画がびほーるで放映されるという

ことでありますので、町民の皆さんも多分

これを聞いておられると思いますので、ぜ

ひ足を運んでいただきたいと、そのように

思っております。

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１１時１５分といたします。

午前１０時３９分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 〔登壇〕 質問

をさせていただきます。本年４月、町長選

挙に掲げられた公約（マニフェスト）に関

連してお聞きいたします。

一つ目、災害・減災・安心安全対策は当

選時から実施・実行すべき内容であると思

うが、その進捗状況についてお聞かせ願い

たい。

二つ目、同じくマニフェストにおける、

保育料軽減・高齢世代の居場所の創設・医

療従事者確保の推進の具体的内容と実現時

期についてお聞かせ願いたい。

同じく、町長の政治姿勢の選挙公約の三

つ目であります。自衛隊関係保養施設の誘

致とあるが、保養施設とは何か。また、町

民側の誘致体制・環境づくりをどのように

考えているか、この３点をお聞かせ願いた

いと存じます。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 吉住議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

町長の政治姿勢（選挙公約）について。

災害・減災・安心安全対策は、当選時から

実施・実行すべき内容であると思うが、そ

の進捗状況についてでありますが、災害・

減災・安心安全対策の推進につきまして

は、四つの主な事業を掲げたところであり
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ます。

主な事業の１点目となる、地域と連携し

たさまざまな災害減災訓練の実施につきま

しては、本年８月２２日、町が主催とな

り、日の出自治会を対象として、防災避難

訓練を実施したところであります。訓練で

は、陸上自衛隊美幌駐屯地、美幌警察署、

美幌消防署などの協力を得て、日の出自治

会の住民の皆様１１４名の参加をいただ

き、美幌中学校を避難所として避難訓練を

実施したところであります。

今後におきましては、他の自治会とも連

携を図りながら、防災避難訓練を実施する

中で、防災体制の確立及び防災意識の高揚

を図ってまいる所存であります。

２点目の、公的備蓄の着実な推進につき

ましては、災害時備蓄計画に基づき、資機

材を整備しているところであり、今年度に

つきましては、避難所用毛布・仮設トイ

レ・ハロゲンライトなどを整備したほか、

本年１０月に発生した台風２３号に伴う対

応の検証から、避難所用として、毛布・床

マット・パーテーション・ＬＥＤランタン

などを、情報伝達用として、タブレット・

ウェブカメラなどを、避難誘導用として、

災害対応職員安全装備品などを整備してい

るところであり、今後も計画的に防災資機

材などの公的備蓄品の充実整備を図ってま

いる所存であります。

さらに、各家庭においても、住民みずか

らが災害に備える総合的な対策が必要とな

ることから、非常用持出品セットを全戸に

配布しているところであります。

防災対応につきましては、町民の生命、

身体及び財産を保護するため、万全の体制

を期してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

３点目の、間口置き雪対策、農村部委託

の拡大につきましては、具体的な置き雪対

策として、春先の湿った雪で道路が圧雪と

なった場合、除雪後は住宅前に氷状の固ま

りが残ることから、除雪車の後に、もう１

台ショベル車がついて間口の雪を押す、後

つき除雪を市街地７地区で実施しておりま

す。昨年度は４月５日と１月９日、今年度

は１１月２８日の一斉除雪の際に実施して

おります。後つき除雪の実施に当たって

は、費用面での課題がありますが、効果も

大きいことから、今後も道路状況を勘案し

ながら、町民の皆様の除雪負担の軽減に努

めてまいります。

また、農村部の除雪委託については、大

雪時には町の除雪ダンプだけでは、スクー

ルバスの運行や集乳時間に除雪が終了しな

いことから、農村地域に設立していただい

た除雪組合に委託を行っており、本年は７

組合と委託契約を締結させていただいてお

ります。昨年の大雪の際には、登下校時の

スクールバス路線の早期除雪につながって

いることから、今後も農村地区の御理解と

御協力をいただきながら、農村地区の除雪

体制の強化を図ってまいります。

４点目の、高齢化社会に対応した除排雪

の強化につきましては、高齢者の除雪負担

軽減のため、町では社会福祉協議会と連携

し、たすけあいチームによる手押し除雪機

による除雪のほか、たすけあいチームでの

対応が困難な家庭に対して、乗用型ロータ

リー除雪機による間口除雪を実施しており

ます。平成２７年度は８９戸を予定してお

りますが、今後も増加が予想されることか

ら、除雪機材の体制強化を図ってまいりた

いと考えております。

次に、保育料軽減・高齢世代の居場所の

創設・医療従事者の確保を推進の具体的内

容と実現時期についてであります。

初めに、保育料軽減についてであります

が、町では、平成２７年４月からの子ど

も・子育て新制度の移行にあわせ、今まで

は国の基準どおりに算定していた保育園保

育料を初めて軽減いたしました。

その内容は、保育料を従前の国基準から

３割程度を軽減いたしました。また、多子

軽減対策として、従来は小学校就学前児童
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の範囲で最年長の子供から順に、２人目は

半額、３人目以降は無料としておりました

が、その範囲を小学校３年生まで拡大をい

たしました。

次にお尋ねの、高齢世代の居場所創設の

具体的内容と実施時期でありますが、居場

所につきましては、老人クラブを初め、自

治会たすけあいチームやボランティア団体

などによる交流会・サロン・託老所が運営

されており、出番の創設としましては、美

幌町みどり就労センターにおいて、自身の

卓越した技術や知識により、多くの場面で

御活躍いただいており、本町にはこうした

多くの地域資源・地域素材が既に存在して

おります。

また、町では本年４月の改正介護保険法

に基づき、現在、地域支え合い推進員の生

活支援コーディネーター配置や、定期的な

情報共有と連携強化の場となる協議体設置

といった、後方支援のための体制整備にも

取り組んでいるところであります。高齢世

代の居場所や出番の創出は、身近な存在で

ある地域が主役であります。このため、町

としましても、これまで取り組まれてきた

地域の主体性を十分尊重した中で、高齢世

代同士のふれあいと生きがいづくりが図ら

れ、きょう行くところがある「きょうい

く」、きょう用事がある「きょうよう」を

キーワードに、この町に住んでよかったと

実感できるよう、本年度策定の高齢者保健

福祉計画・第６期介護保険事業計画に基づ

き、高齢世代の相互交流の居場所や出番づ

くりの充実のため、引き続き努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜り

ますようお願いをいたしたいと思います。

最後に、医療従事者の確保対策としまし

ては、先駆的な取り組みとして、医療従事

者就業支援等補助制度を平成２５年に創設

し、看護師などの医療従事者不足の解消を

図り、医療の安定的な確保を図っておりま

す。

具体的には、一つ目に、住宅準備補助金

として就業に当たり、町内賃貸住宅に転居

の場合、運送費用や家賃１カ月分、敷金、

礼金を助成するもので、平成２５年度３

名、平成２６年度３名、平成２７年度は１

１月末現在４名に助成しており、平成２５

年度から２７年度の交付決定合計額は１７

６万円となっております。

二つ目は、就業後１年経過ごとに、３年

間助成する就業支援補助金につきまして

は、平成２６年度は１２名、平成２７年度

は１１月末現在で、新たに３名を加え、交

付決定合計額は６２５万円となっており、

看護師などの不足解消に一定の成果がある

ものと考えております。

また、新年度からは、高齢化社会の到来

に備えるとともに、町民のニーズにこたえ

るため、補助対象者に歯科医療従事者への

拡大も検討しているところであります。

しかしながら、町内における看護師な

ど、医療従事者については、いまだ不足し

ている状況であり、さらに町広報やホーム

ページなどにより、補助制度の周知徹底を

図ってまいります。

次に、自衛隊関係保養施設の誘致とある

が、保養施設は何か。また、町民側の誘致

体制・環境づくりをどのように考えている

かについてでありますが、美幌駐屯地の存

置及び充実強化、美幌駐屯部隊の増強及び

施設整備、充実整備及び新たな部隊の配置

について陳情活動を行っているところであ

り、その陳情項目の一つとして、保養施設

を兼ね備えた教育訓練施設の整備について

陳情しているところであります。

御質問の保養施設につきましては、自衛

隊員が災害派遣あるいはＰＫＯ活動などの

海外任務において、厳しい環境や緊張の

中、精神面で起こりうるフラッシュバック

現象が心配されることから、隊員が帰国・

帰隊後に心身ともにリフレッシュするた

め、メンタルヘルスやカウンセリングなど

が受けられる保養施設を兼ね備えた教育訓

練施設の整備について陳情活動を行ってい
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るところであります。誘致に当たりまして

は、四季折々の豊かな自然環境、そして交

通機関の利便性を生かすことのできる美幌

町は、保養施設として最適地であると考え

ているところであり、町有地の活用を具体

的に提案しているところであります。

美幌駐屯地の充実整備につきましては、

北の守りを基本として、国の守りがあるこ

とを共通認識し、道東地域住民の安全安心

を確保するため、美幌町議会を初め、協力

諸団体と連携を図り、より効果的で具体的

な提案型の陳情を行い、さらなる活動を展

開してまいりますので、引き続き御支援御

協力をお願いいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町長、大きい意

味では一つ、町長のマニフェストについて

お聞きしているということで御理解願いた

いし、他の職員の方々もそういう趣旨であ

ることを、改めて認識をしておいていただ

きたいということを申し述べておきます。

それでは、質問を繰り返させていただき

ますが、ことしは大雨があり、その後に予

想外と言ったらあれですが、思った以上の

大雪が降りました。そういうことが偶然に

も、この１２月を迎えるに当たってあった

ことですから、改めて、ことし４月に選挙

がありましたので、町長の立起に対しての

公約というか――私は公約だと思っている

のですけれども、読ませていただいたら、

まさしく一つ目の、災害・減災・安心安全

対策という趣旨で、町民に強い期待感を持

たせる訴えがありました。

もちろん町長は、結果を言いますと、今

回が３期目に見事当選されたということで

あります。そういう意味では、１期目、２

期目の経験・実績を踏まえた上で、町民に

自分の心の内を御理解いただいた上で、今

期見事に当選されたものだと、私は受けと

めているところであります。ですから、１

番目のお話で、災害・減災・安心安全対策

は当選時からということを、私はあえて立

たせていただき、お聞きしている点であり

ます。

答弁書は、町長が今、演台で述べられた

ことを見させて、そして聞かさせていただ

いておりますが、肝心なことが抜けている

という気がしてならないのです。一つは、

そのとおりだと思うのですが、陸上自衛隊

美幌駐屯地、美幌警察署、それから消防

署、これらの諸団体等の協力関係で訓練す

るというのは、もちろん大事なことであり

ますけれども、やはり、何か抜けていると

いうのは、本部、機能という意味において

も役場職員自体の訓練です。

この間の大雨のときにも、あえて言え

ば、総務部長が説明されましたが、そのと

きにも言わせていただいておりますけれど

も、一義的に人数の固まっている役場職員

が、本当に頭の下がる思いでありますが、

出動していただいている。そういうことを

踏まえたときに、まず本部機能をどうする

か。そういう意味の訓練という意味で、改

めて申し上げて申しわけないのですが、例

えば今回、女性職員を早目に帰らせた。こ

れは私だけでしょうか。おかしいのではな

いかと思うのです。女性・男性という区分

よりも、むしろ災害があれば現場に出向く

のは、私の思いですが、男性の数が足りな

いぐらいだと。そうであれば、庁舎内に残

って仕事をする職員の数を考えた場合に、

女性職員にも御活躍していただきたい。そ

れとか、災害時に備蓄した物品を運ぶにし

ても、またこれも言いづらい話ですが、投

光器・発電機を避難所に持っていったとき

に燃料が入ってない。光を照らそうとして

も、暖房をとろうとしても、燃料も用意で

きていない。そういうのは、基本的に何が

原因かということであります。文字どお

り、投光器という備品を持ってこいと言っ

たら、投光器は持ってきたのは事実です。

でも、常識として、現場に届いたものが稼

働しなければ意味がないということの考え
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方、とらえ方が失念しているのではない

か。もしそうであれば、そういう物品を指

示したときには、稼働できる状態で持って

くること。もしかしたら、あわせて言わな

くても、燃料は持ってくることというよう

なことを、私は一義的にいち早く、職員の

方が対応をとるに当たっては、共通認識と

して捉える必要があるのではないかと思っ

ているところであります。

そういう意味では、一つ目の答弁の１点

目ということで、大きい意味で、職員の本

部機能をあわせた意識的な対応の仕方とし

て、職員そのものの訓練がなされていない

のではないかという観点で、町長に改めて

その点の考え方をお聞かせ願いたいと存じ

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １０月８日、９日

にかけて、台風２３号低気圧の影響で、日

の出地区を中心に被害が発生したというこ

とであります。その中での対応が、まずい

面もあったというようなことで、この場を

借りておわびを申し上げたいと思います。

その中で、今回の災害に当たって、いろい

ろな意味で検証をして、その中から実は多

くの反省点が見られました。

それで今、集計をしつつ、それに対する

対応策を、実は考えているところでありま

す。いずれにろ、多くの自治会だとか団体

からの声、そして現場対応をした職員から

の声もしっかりと受けとめて、今後に生か

したいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） これは、公約ば

かりでなく、常日ごろ心得なくてはいけな

いことだということもあわせて、他の方々

も、ここにいらっしゃる職員の中でも、他

の議員の中においても、今町長がおっしゃ

った言葉に期待をしているところでありま

す。

次に、一つ目の答弁の２点目ということ

であります。

毛布・床マット・パーテーション、ＬＥ

Ｄランタンを準備しますと書かれていま

す。おくればせながら、あえて言わせてい

ただきます。町長、美幌の庁舎内の建設水

道部に面している廊下に、入札するための

書類を閲覧する机がありまして、今回、毛

布の購入、それからここに書かれている床

マットの購入についての入札案内の内容が

閲覧できる状態であります。通りがかりに

見させていただきました。その入札書につ

いて、数のことではなくて、考え方のこと

でお聞かせ願いたいと思います。

毛布を購入する、今、数字的には例とし

て言う話ですが、仮に１，０００としま

す。でも、実際に購入すると言っていま

す。数については、実際にわかりやすく言

うために変えています。

そして、納品場所が下水道終末処理場の

近くの備蓄倉庫には毛布を２００枚、美幌

小学校には５００枚、北中には３００枚届

けてくださいという入札条件を示した文章

を見させていただきました。

もう一方、床マットの入札書の内容を見

させていただきました。数字的には、わか

りやすくするために変えさせていただきま

すが、仮に５０本、幅２メートルのものを

一巻き５０メートル。この数字にも多少違

いがありますが、わかりやすくするために

言わせていただいています。幅２メート

ル、長さ５０メートルのマットを仮に５０

本とありました。それを見て、納品場所を

確認させてもらったら、下水道終末処理場

近くの備蓄倉庫に納めてくださいと書いて

あるのです。

実は、過去の総務文教厚生常任委員会

で、災害のことで避難所の近くにあるべき

ではないかと言いました。今回、床マット

というのは、毛布も大事なことではありま

すが、例えば体育館に敷くとき、寝るとき

ばかりではなくて、そこで待機するのに



－ 56－

も、いの一番に必要なものだと私は思って

いるという意味合いを込めて、同じ備蓄品

を買うにしても、備蓄する場所にしても、

ちぐはぐなところがあるのではないかとい

うことを、重箱をつつくようで申しわけな

いのですが、町長にこれは、質問というよ

りも御指摘をしておきたい。

思いとしては、避難所に行って床の上、

コンクリートの上に一番必要なのはまずこ

の二つだけを比べたら、僕は床マットが必

要ではないかと思うのです。それが、わざ

わざ今回のような大雨のときに、もしかし

たら水の中を越えて向こうまで渡って取り

に行かなければならない場所に置かなくて

はならないのか。そうなった場合、おかし

いのではないかということを、これは御指

摘ということでさせてもらいたいと存じま

す。

１点目の答弁の３点目であります。

置き雪対策で後からショベルカーが間口

のところをはねて歩いていますと。個人的

に言うと、私もずっと主張してきているこ

とでありますし、立派なことだと思いま

す。それ自体は、そのとおりだと思ってい

るのですが、先ほどのお話を見た場合に、

去年までの記憶で申しわけないのですが、

１１月そこそこに、今までは機械借上料と

いうことで、早々に契約してきた経緯があ

るのではないかと思っているのです。私自

身も予想外でありますが、降ってから何日

か後に、やっと除雪といったらいいのでし

ょうか、置き雪も含めて対応をとられた

と。どうしてことしはそういう意味で、町

長は公約にも掲げているのだけれども、そ

の思いという意味の機敏さという意味で

は、どうなっているのですかということを

私は問われた場面があります。

私はこれも含めて、雪というのは北海

道、それは何月何日というのは私もわかり

ませんが、備えという意味では、いつでも

準備万端といったら少し言い過ぎかもしれ

ませんが、契約行為もさっさとしておくべ

きではないかと思うのです。早目にしてお

いて何か支障があるのか、ないのか。あっ

たなら、あったなりに、でも町民は、今回

本当に思った以上に降ったと思うのですけ

れども、そのことを含めて、さっさとして

おくべきことはしておくべきではないかと

思うのです。これも、どちらかというと御

指摘はさせていただきたいと思っていると

ころであります。

町長におかれましては、そういう事情を

今聞いた上で、どのような御感想をお持ち

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほど、２点

目で御指摘のございました避難所用床マッ

トでございますけれども、誤解があるとい

けませんので答弁をさせていただきたいと

思います。

今回、避難所用の床マットについては３

２本、１１月に補正をいただいて購入する

ことになってございます。これは、美幌中

学校と旭小学校の体育館に配置を予定して

いるものでございますけれども、今この保

管スペースについて、各学校と協議中であ

るため、保管場所がまだ定まっていないこ

とから、一時期、報徳に置いて、保管場所

が決まり次第、学校に配置をするという予

定でございますので、避難所開設にあたっ

て、報徳から絶えず運搬をするということ

ではなくて、それぞれの避難所に配置をす

るという予定でございますので、御理解を

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 除雪体制

についての準備の件でございます。除雪体

制の準備につきましては、打ち合わせ会議

を行いまして、その中でことしの契約の内

容を説明させていただきまして、契約をさ

せていただくという準備で進んできており

ます。

今回、打ち合わせ会議は１１月１２日に

行いまして、契約につきましてはその説明



－ 57－

内容によりまして、１１月２０日に契約を

終了させていただいたところでございま

す。お話のとおり、雪の降る時期が早く進

んでいるということで、これについては、

これからも早い時期に準備が整うように考

えていきたいと思っていますのでよろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今答弁をさせてい

ただきましたけれども、一部で想定外と言

えない中での対応の反省点として残ってい

くと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私も自然につい

てはわかりません。でも、これも今、町長

がおっしゃったように、教訓として、結果

として残ったことでありますので、こうい

うことも経験値ということ――ですから、

今回も、毛布もマットも速やかに御用意さ

れるという対応は、行政として適正にやっ

ているというところは認めざるを得ないと

ころがあります。ただ、今、総務部長がお

っしゃったように、毛布は置くという話が

ついているのであれば、マットについて

も、私は少なからず同じ発想でいますの

で、毛布は話がついているのにマットがつ

いていないということは、どんなに大きな

ものか私はわかりませんが、例えば、１０

ミリのものを５０メートル巻いたときに直

径何十センチメートルかわかると思うので

す。ですから、今言った答弁は、そのとお

りに受けとめます。受けとめますが、災害

はいつ来るかわかりません。速やかな答え

を出していただきたいというお話として、

今、受けとめていただきたいという――私

からこのような質問をしておいて、要望と

いったらおかしいのですが、受けとめてい

ただきたい。あえていえば、総務部長、い

かがですか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今回購入する

避難所用の備品として、毛布と床マットを

予定しております。毛布につきましては、

当初の備蓄計画の中で、それぞれの学校の

保管枚数等を予定しておりましたので、そ

れぞれの確保場所については想定をされて

いるところでございましたけれども、床マ

ットにつきましては、今回の１０月の台風

によって避難所の中で床マットが必要だと

いうことで購入をさせていただいたもので

ございます。

その分の保管場所については、それぞれ

各学校の中で当初、予定をしていなかった

ということも含めて、今、各学校と協議中

でございますので、協議が整い次第、納入

がされればすぐに各学校に配置をしたいと

考えております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 蛇足であります

が、今は冬期間です。必然的にストーブと

か、そういう関係もお忘れなくしていただ

きたいということは申し添えさせていただ

きます。

私の質問事項の二つ目に移させていただ

きます。

答弁書を見させていただきました。「町

では平成２７年４月から子ども・子育て新

制度の移行にあわせ、今までは国の基準ど

おりに算定していた保育園保育料を初めて

軽減いたしました」この言葉どおりだと思

うのです。というのは、私もこれに対して

部局から説明を受けた経緯があります。

ところで、少し戻らせていただきたいの

でありますが、ここに公な美幌町選挙管理

委員会が選挙公報を配付した原本がありま

す。ここで町長にお聞かせ願いたいのは、

私も町議選に立候補をさせてもらった経緯

を見た時に、町長選・町議選は４月２６

日、受付が４月２１日だったと記憶してお

りますし、そして、この公報が配付になっ

たのは、４月２２日だと記憶しておりま

す。そしてまた、この公報の※印、この選
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挙公報は、候補者の原稿をそのまま写真製

版によって印刷したものでありますと書か

れています。そういうことになると、この

原稿は選管にも確認しているところです

が、原稿そのものは受付日の４月２１日に

選管が受理をして、そのような手順で次の

日に配布をしているところであるというこ

とは、選管を通して確認をさせてもらって

いますので、それを承知の上で、答弁書を

見させていただきました。

もう一度読みます。町では平成２７年４

月――４月というのは部長にも担当にも確

認をしていますが、この４月というのは４

月１日から適用ということで、確認をさせ

ていただいております。そういう意味で

は、私は選挙公報というのは、例えば、町

長であれば、再度町長に受かったときにこ

れを邁進したい、実現したいということの

お話も書かれていると私は捉えていますの

で、もし違ったら教えてください。私は新

たに、子育て支援という意味の一つとし

て、今回、保育料の軽減ということで、お

尋ねしているつもりでありますが、私は過

去を踏まえた上で、さらに町民にお約束と

いう意味で、さらに邁進するのかというよ

うに受けとめたものですから、そこら辺を

お尋ねしておきたいということでありま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もちろん、町民の

皆さんとの新たな約束事もありますし、継

続してやりますということも、これもお約

束の一つだと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私はきのう、他

の議員の一般質問を聞かせていただいてい

ますが、その議員も、なかなか鋭いことを

思いとして、美幌町の今後の姿勢というこ

とでお聞きになったと思います。私自身

は、その議員に対して、さすがだと思って

いるところでありますが、私は過去を踏ま

えて次に邁進する――町長のいろいろなも

のを見させていただいておりますが、さら

に前進というようなお言葉も使われていま

すので、私は、たまたま期待感を持ってお

聞きしたところであります。そういう意味

では、継続していくというのも答弁として

いただきましたので、私の捉え方も改め

て、そういう視点も踏まえていきたいと思

っています。

では、具体的に同じ項目中で、医療従事

者の確保を推進ということでありますが、

答弁書には、新年度から歯科医療従事者へ

の拡充と書いてありますが、この歯科医療

従事者という言葉は、私は歯科衛生士とい

う資格名からいったら、そういう意味で捉

えていったらわかりやすいのですが、歯科

医療従事者への拡充というのは、古舘議員

が率先して陳情要望の中で提案者となっ

て、行政に処理顛末まで求めている経緯の

中では、歯科医療従事者ということではな

くて、歯科衛生士とか、歯科医師という厳

密な言葉の対象者ということで申し上げて

いるところでありますが、町長におかれて

は、これは２８年度からと思っています

が、そういう意味では、もう少し厳密にど

の範囲を指しているのか、お答えできるも

のであればお聞かせ願えないでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほども答弁させ

ていただきましたけれども、新たな町民の

皆さんとの約束、さらには継続してやるも

のについては、推進という言葉を私は使わ

せていただいております。

それと、歯科衛生士と医療従事者の確保

でありますけれども、これはまだ、具体的

な提案をしておりませんので、今のところ

先ほど１回目の答弁をさせていただいた内

容でとどまっているということでありま

す。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。
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○１０番（吉住博幸君） そしたら、提案

まで期待をしておきたいということに、改

めて考え直したいと思っています。

次、私の三つ目、自衛隊関係保養施設の

誘致とありますが、ここでまず、保養地と

は何かとお聞きをしたら、答弁書に「保養

施設を兼ね備えた教育訓練施設の整備につ

いて陳情活動を行っています」ということ

で、していると思われますので、そうだと

思うのですが、私は、前文で説明してある

ように「厳しい環境や緊張の中、精神面で

起こりうるフラッシュバック現象が心配さ

れることから、隊員が帰国・帰隊後に心身

ともにリフレッシュするため」という文書

を見た時に、答弁の中の説明という意味

で、保養施設という言葉は当てはまります

が、教育施設というのは、そのものがいい

のか悪いのかを言っているのではなくて、

少し観点が違うかと思うのです。

やはり、保養施設は保養施設だろうと、

そういう面で、もう少しお聞かせ願いたい

ということと、そして町長、答弁書を見て

いる範囲内では、町民側の誘致体制、環境

づくりをどうおつくりになるのですか、ど

のようにお考えですかと文字どおり聞いて

いるつもりでありまして、そういう意味で

は、私の同僚の議員に聞いても、町長の陳

情の内容を承知しているかといった場合

に、簡単に内容からいうと、誘致するに当

たって、町有地を提供するという内容を含

めて承知していない議員もいらっしゃった

中で、私はこういう場面では、相手に対し

てわかったと言われたときに、そつがない

ように、事前に美幌町民及び議会にコンセ

ンサスはとっておくべきだろうと思うので

す。中には、考え方によっては、これは誘

致する必要はないのではないかと考える方

だって、いらっしゃるかもしれません。そ

うしたら、事前に説得するものであれば、

そういう活動をするにしても、私はこうい

う大事なことは、根回しが必要ではないか

と思うところでありますが、そこら辺の考

え方が、たまたま読み取れる範囲内では書

かれていないと思ったものですから、改め

てお聞かせ願えないでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 答弁書にいろいろ

と書いていますけれども、実際、陳情に行

くと、言葉で言う部分もありますので、こ

の陳情書あるいは、この答弁書の中だけで

判断されるというのもなかなか厳しいと私

は思っています。それであれば、事細か

く、ものすごく長い文章で書かなければい

けないということも起きると思いますの

で、こういった機会にしっかり説明をさせ

ていただきたいと思っております。

それで、重要なことのコンセンサスをと

るというようなことでありますけれども、

これは、議会議員さんも行っていますし、

議員さんも実際にその場に一緒に行ってい

ただいたこともありますから、十分御承知

だと思います。

そして、空いている町有地を使うかどう

か、こういう土地もありますというのは私

の専権事項だと思っています。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町長御指摘のと

おり、私は場面によっては町長と一緒にバ

スに乗って、要望――その場所が大きい意

味では、今、町長がおっしゃられたとおり

です。私の思いは、反対するために言って

いるのではないのです。そういうことでは

なくて、スムーズにいかすためには、根回

しが必要ではないか。そういうものを、今

からある程度、広く町民に、町長はこうい

うふうにお考えだと、そしたら私が、一緒

に同行したという意味では事実であります

が、ただ、ほかの議員はもちろん同行して

いない方もいらっしゃいます。そういう意

味では、今回はいい機会でありますので、

そして公約に堂々と――これは全戸配布に

なっているものなのです。そうしたら、見

ていらっしゃる方は、町長の考え方の大き
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い意味での出だしの思いは見ているので

す。そしたら、具体的にどうかといったと

きに、根回しが必要ではないかということ

を申し上げたいと思っていますので、再

度、聞きおいていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 根回しという意味

は、ちょっとよくわかりませんけれども、

多くの協力団体の皆さんを含めて陳情に行

っていただいております。そして、多くの

団体の皆さんは、代表者の方を含めて行っ

ていただいていますけれども、その中で

は、多分それぞれの団体の中で、しっかり

と協議をされて理解をしていただいている

ものだと私は思っております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 一番責任のとれ

る話をさせていただきますが、私は、町議

会議員という立場をいただいて協議会にい

ますけれども、そういう関係上、陳情につ

いて、今の議長、それから過去の議長もい

らっしゃる中で、そういう意味で、町長か

ら議会全体に説明とか、そういうお話は、

私は議長職を通してお聞きしたことは――

そしたら、今、町長がおっしゃられるの

は、随行というか、仮に今後、議長が行く

に当たって、議会議員に議長みずからコン

センサスはとれているものだという認識で

いらっしゃるということなのか、再度、お

聞かせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 陳情した内容をし

っかりとその構成団体の中で構成員に伝わ

っていると、そういうふうに私は思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 伝わっていると

いうことは、あえて言えば、町長が――対

議会だけの話に絞って言います。説明を受

けたことは全体としてはないという思いで

私はいます。そうであれば、随行した議長

が責任をもってお知らせをする任に当たる

べきだと、こういうふうにおっしゃりたい

かということを再度、御確認しておきた

い。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） では、一体我々は

何をすればいいのですか。信じるしかない

でしょう。議員も行ったのであれば、議員

も皆さんにお知らせをしたらどうでしょう

か。そのように思っております。（「終わ

ります」と発言する者あり）

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉

住博幸さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１３時１５分といたします。

午後 ０時０８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告してあります３点３項目に

ついて質問いたします。

まず１点目、道路行政についてです。

１点目といたしまして、町道第１１９号

道路（あけぼの通り）の冠水対策について

です。２点目といたしまして防災対策につ

いて、住民への避難方法についてです。３

点目保健行政について、葉酸摂取の推進に

ついて。以上、３点３項目について質問い

たします。

まず１点目、道路行政についてです。

町道第１１９号（あけぼの通り）の冠水

対策について。平成２５年９月１６日の台

風１８号で町道第１１９号道路（あけぼの

通り）の中心部が冠水し、避難勧告は発令

されましたが、避難のために準備したバス

は、地域の中心部であるあけぼの通りには
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とまれない状況でした。本年１０月８日に

も、台風２３号から変わった低気圧が猛烈

な風雨をもたらし、かつてないほどの冠水

被害により、避難勧告・避難指示の発令に

より、多くの方々が避難し、自衛隊や消防

団の出動で、夜間にボートでの救出を行う

事態となりました。幸い、けが人や事故な

どもなかったことが何よりであったと考え

ています。

しかし、近年、全国各地で記録的短時間

大雨の報道があり、今回の一日１４４ミリ

メートルの降水量による冠水状況を考えま

すと、抜本的な冠水対策が必要ではないか

と考えます。本年調査した排水など、水流

調査の調査結果はどのようになっているの

かお聞かせください。また、今後の冠水対

策の取り組みなど、町長の考えをお聞かせ

ください。

２点目といたしまして、防災対策の住民

への避難方法についてです。

災害時、住民に対する避難準備情報、避

難勧告指示など、広報車が地域を巡回して

避難を呼びかけていますが、「聞こえなか

った」「何を言っているのかわからなかっ

た」などの声があります。住環境がよくな

り、気密性が高まり、風雨の中ということ

もありますが、避難の呼びかけが届かない

のは重要なことであり、職員が戸別に訪問

するにも、大変時間がかかることだと考え

ます。今後も、広報車の車両は今のままで

よいのか、また、スピーカー等をより音量

のあるものにしていくのか、広報車の巡回

路を、より水がつきやすい道路から回るな

ど、道順は考慮されているのか、考えがあ

ればお聞かせください。

３点目、保健行政についてです。

葉酸摂取の推進について、葉酸は、ホウ

レンソウ等緑黄色野菜に多く含まれるビタ

ミンの一つで、妊婦の方が不足すると胎児

の脳や背中の神経の病気を招く恐れがあ

り、動脈硬化や生活習慣病にも関連するこ

とがわかってきています。

海外の大規模調査では、妊娠を希望する

女性が、妊娠前からサプリメントで摂取す

ると子供が二分脊椎や脳、背中の神経の病

気になるリスクを減らせることがわかって

おり、厚生労働省は、２０００年に都道府

県に妊娠の１カ月前から妊娠３カ月までに

食事に加え、サプリメントで一日４００マ

イクログラム摂取することを推進する通知

を出しており、胎児と葉酸に関するチラシ

を作成して、婚姻届の窓口に置く、葉酸を

添加したパンを販売する等の取り組みがな

されている地域もあります。

積極的に葉酸を摂取する取り組みは考え

られないでしょうか。考えをお聞かせくだ

さい。

まず、一回目の質問として３点質問を申

し上げます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えをいたします。

初めに、道路行政について。町道第１１

９号道路（あけぼの通り）の冠水対策につ

いてであります。

本年１０月８日から９日にかけての台風

２３号から変わった低気圧は、１日の降水

量が１４４ミリメートルという大雨によ

り、全町的に大きな被害をもたらしまし

た。

特に、日の出地区の皆様には、美幌川の

水位上昇と道路冠水による全戸避難指示を

発令し、避難をしていただいたところであ

り、また、床下浸水の被災を受けられた皆

様に、心からお見舞いを申し上げる次第で

あります。

御質問の、町が本年度に実施しました排

水等の調査結果の概要についてであります

が、調査目的は、大雨時に発生する、あけ

ぼの通りを初めとする、道路の冠水の発生

要因と雨水の排水対策を、町の立場から検

討するもので、１０月３０日に業務委託を

完了しております。

検討された内容としましては、既存の雨
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水管の流下能力の検討と新たな放流先の可

能性の検討などであります。

今後、町としましては、この調査結果を

もとに、美幌川の河川管理者である網走開

発建設部北見河川事務所に資料の提供を行

うとともに、今後の堤内浸水対策の協議を

進めてまいります。

町としましては、今後も速やかな対応を

実施し、冠水被害の防止を図ってまいりた

いと考えておりますので、御理解をいただ

きますようお願いを申し上げます。

次に、防災対策について。住民への避難

広報についてでありますが、災害時におけ

る避難勧告等の情報の伝達方法につきまし

ては、職員の戸別訪問・役場広報車・町ホ

ームページ・電話・ファクス・メール情報

配信システム「あんしんねっとびほろ」・

テレビ・ラジオなどにより伝達をしている

ところであり、あらゆる情報伝達手段によ

り、漏れのない情報伝達に努めているとこ

ろであります。

現在、災害時において、広報活動ができ

るスピーカー（３０ワット）付公用車を１

１台所有しておりますが、アップの出力容

量が低く、「聞こえなかった」「何を言っ

ているのかわからなかった」などの御意見

を伺っているところであります。このこと

から、根本的にスピーカーの音量を上げる

ことが必要となるため、来年度予算におい

て、防災広報用車両として、高出力仕様

（１５０ワット）のスピーカーの装備につ

いて検討しているところであります。

また、広報車の巡回路につきましても、

被害地区で漏れなく効率的に巡回できるよ

う、事前に巡回路を決めるとともに、停車

しながら広報をするなど、聞き取りやすい

広報活動についても検証したいと考えてい

るところであります。

大規模な災害が発生したとき、町は災害

対策本部を設置するほか、防災関係機関へ

必要な要請を行いますが、被害を最小限に

抑えるには、各家庭・自治会・事業所の迅

速な行動が必要であり、特に、高齢社会を

迎えての災害弱者への配慮は防災上最も重

要な課題と認識しているところでありま

す。

防災対応につきましては、町民の生命、

身体及び財産を保護するため、万全の態勢

を期してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたしたいと思いま

す。

次に、保健行政について。葉酸摂取の推

進についてでありますが、美幌町では平成

２５年３月に、町民一人一人が望む健康を

得ることができるよう健康づくりを支援

し、健康を継続できるための環境を整える

ことを目指して、第Ⅱ期健康増進計画を策

定しております。

策定に当たり、現状の課題分析の中か

ら、野菜を毎食食べる人の割合が減ってい

るとの課題が明らかにされたことにより、

重点的な取り組みの一つとして、毎食野菜

を食べることの大切さを伝えるとし、野菜

の必要性や必要量についてわかりやすく伝

える取り組みを実施しております。

妊娠期の栄養指導としましては、プレマ

マクラスにおいて、栄養講話や調理実習を

行い、望ましい食生活のあり方やバランス

のよい食事について考える機会を提供して

おります。

また、本年度からは、妊娠届出に来庁さ

れた初産婦に対し、一人一人に妊娠期の食

事について、わかりやすく記載した資料を

用い、妊娠の経過と栄養量や妊娠初期には

野菜に含まれる葉酸の摂取が重要であるこ

と、具体的な献立の形と食事量の説明など

を行い、妊娠期の食生活を見直す動機づけ

を行っており、対象者から好評を得ている

ところであります。

この中で、葉酸摂取については、厚生労

働省公表の日本人の食事摂取基準（２０１

５年版）によりますと、葉酸補給は神経管

閉鎖障害の予防につながることは明らかで

ありますが、一方で、悪影響も報告され始
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めたことから、耐容上限量が示されてお

り、サプリメントや栄養補助食品の多用は

容易に耐容上限量を超過することもあるた

め、注意を要するとされており、葉酸を含

む栄養はできるだけ普通の食事からとるよ

う心がけ、食事からとれない場合や欠乏症

などが疑われる場合は、医師に相談するよ

う指導をしているところであります。

また、妊婦に限らず、葉酸を初めとした

バランスのよい食事をとることは重要であ

り、町民全てを対象とした出前講座やバラ

ンス食教室、地元野菜を使った野菜料理教

室などの栄養教室を開催するとともに、野

菜の一日当たりの必要量についてわかりや

すく伝える、手ばかり栄養法の普及を推進

しております。

さらに、町民の健康づくりに取り組む、

美幌町ヘルスリーダーの会では、ヘルスリ

ーダー考案の健康レシピ集第２弾として、

野菜を使ったレシピ集の発刊に向け、作業

を進めているところであり、レシピの普及

により、教室等に参加できない町民にも、

望ましい野菜のとり方や重要性を広めてま

いりたいと考えております。

妊産婦の健康と子供たちの健やかな発育

のためには、特定の料理や食品に偏らない

バランスのとれた食事をとることが重要で

あり、葉酸の摂取についても、必要性や正

しいとり方について、健康教育や栄養相

談、家庭訪問などの機会を捉え、指導・普

及・啓発を推進してまいります。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは冠水対

策のほうから順次質問をしていきます。

調査は、１０月３０日に業務委託が完了

している。検証内容は、既存排水施設の流

下能力の検証、新たな放流先の可能性の検

証、ポンプ施設増設等を含めた強制排せつ

手法の検証。答弁では、今後は、この調査

結果をもとに、美幌川の河川管理者である

網走開発建設部北見河川事務所に資料の提

供をし、堤内浸水対策の協議を進めていく

とのことですが、この堤内冠水は、平成４

年から繰り返されております。

近年、対策は何点か講じられております

けれども、抜本的対策にはなっていないと

いうのが、１０月８日の事態を見ても明ら

かであると考えます。

しかし、本年調査され、町長の防災に対

する、積極的な姿勢を新聞報道でされてお

り、抜本的な対策を考えるということで、

平成４年ぐらいから繰り返されていること

について、今後、もっとスピード感を持っ

て進められるのかと期待をするところなの

ですけれども、その辺のところで町長のお

考えがあればお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 従来、結果的に

は、対処療法的な対策しかとれていなかっ

たというのが現実だと思います。やはり、

抜本的に対策をとらなければ、繰り返し繰

り返しになってしまうというような心配も

あります。抜本的なことについては、我々

だけではできない部分もありますので、網

走開発建設部含めて協議をしながら、進め

てまいりたいと思っております。

それで、スピード感を持ってということ

でありますけれども、もちろん、そういう

ことも重要だと思います。災害は、いつ・

どこで起きてもおかしくないという状況で

ありますので、スピーディーさを持って取

り組んでまいりたいと、そのように思って

おります。

先日、実は、網走開発建設部において、

市町村長が集まって、トップセミナーとい

う防災に関するセミナーがありましたの

で、その中でも、美幌町の現状を訴え、抜

本的な対策をとっていきたいというお話も

させていただきましたので、スピード感を

持って進めてまいりたいと、そのように思

っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。
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○８番（岡本美代子君） この間、津別町

であった消防団１００年記念のときにも、

関係機関の方の挨拶の中で、美幌が大変な

目に遭ったということで、この辺、関係機

関の方の認識が、ある意味印象深く、大変

だったというような挨拶をされたり、町長

もそういうことを話されていました。

先ほどの繰り返しになりますが、対処療

法で何とかしていただきましたけれども、

なかなか、根っこのほうからやることはな

くて、今回、冠水になったわけなのです

が、今回、大きな問題になったということ

を、ある意味チャンスと捉えて、より今ま

で以上に、スピード感を持って関係機関に

訴えていただきたい。町長は、もう訴えて

いるという答弁なのですが、先ほどから、

関係機関と協議をしたいということなので

すけれども、例えば、美幌の現状をより知

っている町側から案を示していくのか、そ

れとも、専門的なことですので、国や何か

がこういうところに介入して、こういう解

決の方法でなければならないとか、そうい

うことでやっていくのか、町が提案してい

くのかというところをお聞きしたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 技術的なノウハウ

もあると思いますので、我々ができるとこ

ろはしっかりやって、できないところは補

って、開発、国――道は、今回の場合は関

係ありませんので、国にしっかりと訴え

て、その辺の役割分担といいますか、しっ

かりしながら進めてまいりたいと、そのよ

うに思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） スピード感を持

ってということなので、今まで以上に期待

をしたいところです。

先月、管内の議員研修の中で、私たちは

大空町で気象庁の方の講演を聞きました。

その中で、今後のこの地域の気象条件とい

うことの研修だったのですけれども、年間

雨量は今までと大差ないだろうという予測

が立てられております。ただ、一回に降る

雨が――先ほどは、記録的短時間大雨とい

う言葉を使いましたけれども、そういう回

数がふえてくるのではないかという予想が

立てられております。

これで、川の近くというか、堤内に水が

つくということで、雨が降ったときに非常

にゆっくりできないという状況で、日の出

だけでも３００世帯以上が暮らしていま

す。しかも、今、若い方が新築している状

況です。今後、抜本的な対策で、安心して

住める地域にしていいただきたいと思いま

す。

その辺のところで、今後の気象状況も考

え、２５年、そして２６年は何事もなかっ

たけれども２７年、近年やはり、こういう

ことがふえておりますので、ぜひ関係機関

に訴えるにしても、本当に積極的に訴えて

いただきたいと思っていますので、その

辺、町長の頭の中では、今後どういう組み

立てをしているのか、もし頭の中に構想で

もあれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど水の対策に

ついて、対処療法的なものと抜本的なもの

ということで、お話をさせていただきまし

たけれども、やはり両方、多分抜本的な部

分については、多少時間がかかると思いま

す。どういう方法がいいのかを含めて、い

ずれにしろ、あそこは上流部の水が全部集

まってきているというところが問題になっ

ていると思いますので、それをどうするか

ということで、抜本的な対策が打てるので

はないかと、今のところ、そのような見通

しも立てていますし、その中で、時間はか

かると思いますので、対処療法的なことも

含めて、あわせて両面でやっていかなけれ

ばならないと思っております。

今後の気象のお話もありましたけれど
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も、最近はゲリラ的、局地的に一気に雨が

降るというようなことであります。私ども

の町も、年間降水量が７００ミリメートル

と一般的には言われています。そして、そ

のうち今回降ったのは、１日で１４４ミリ

メートルということで、年間降る雨の５分

の１が今回１時間で降ってしまったという

ようなことでありますので、本当に、先ほ

どもお話ししましたけれども、想定外と言

えない中で、何かのイメージを持って、し

っかりと対処療法的なこと、それから抜本

的な対策、これら両面で押し上げていきた

いと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長が今、対処

療法的なこと、それと抜本的対策、これを

両面で推進していきたいということなので

すけれども、強く期待するところです。

そしてまた、目標を持って進めていただ

きたいということで、お願いするというの

もおかしいですけれども、目標を掲げて取

り組んでいただきたいと思いますので、こ

のことについては随時、私もまた、質問を

していきたいと思いますので、冠水対策に

ついてはこれで終わりたいと思います。

次に、住民への避難広報について入って

まいります。

答弁では、現在、災害時の広報活動のス

ピーカーの容量が小さいので、今度は大き

いものに変えていきたいということであり

ました。

私たちは選挙をする身ですので、スピー

カーの容量とか、どのぐらいが聞こえるか

ということは十分わかっていて、町長につ

いては、大きいスピーカーを使うと思うの

ですが、そのようなことからも、どのぐら

いの容量が聞こえやすいかということを十

分に検証していただいて、そういうスピー

カーを使っていただきたいと思いますし、

また、しゃべり方にもよります。

今回、答弁で出ていましたように、とま

ってするとか、今後いろいろと検証してい

きたいという答弁がありましたので、一定

の期待をしたいところです。

前回もこういう質問を出したときに、町

のホームページとか、あんしんねっとでメ

ールを配信しているとか、そういう話があ

りますけれども、例えば、高齢者住宅にな

れば、ホームページを見て、きょうの天気

はどうだからというようなことは少ないの

かと思っています。よく、後はホームペー

ジとかということをテレビの料理番組とか

でも使いますし、今はホームページに流せ

ば安心というようなことになっています。

例えば、災害時にでも、これは停電があっ

たらこういうことにはならないのですが、

ホームページを見る方がどのぐらいの確率

でいるのかということを、ざっくりと把握

しているのでしたら、お知らせいただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ホームページの内

容については、担当でわかればお知らせを

したいと思いますけれども、最近の天気予

報は、非常に早く、かつ危険な場合につい

ては、かなり危険な用語を使って報道をさ

れております。

それで、最近私がお願いしているのは、

自助努力として、気象情報がある程度わか

れば、テレビにテロップが流れますので、

そこをしっかりと自助努力で、まずは見て

いただきたいと思います。それで、公助と

して、私どもは情報提供をするわけであり

ますから、それのうち、あらゆる手段をと

りたいと思っております。

ＮＨＫとの協定も北海道が結んで、その

中で情報提供をすればテロップで流れると

いうことで、最近は、上と縦とでテロップ

が流れるようになっていますけれども、ど

うしても１３０ワットにしても、例えば、

聞こえないということもあり得ると思うの

です。大雨が降って、そして雨音が激しい

場合、聞こえないということはあると思い
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ますので、自助努力として、やはり情報収

集をしていただきたい。そして、公助とし

て、我々はしっかりとした情報提供を行い

たいということであります。

ホームページの見た件数は、わかれば担

当から答弁をさせていただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 御質問のあり

ました、ホームページの閲覧の状況でござ

いますけれども、町民の何％ぐらいの方が

閲覧をしているかというのは、ちょっと数

字的には把握をできない状態でございま

す。

ただ、美幌町のホームページの閲覧の総

件数については、把握ができますけれど

も、正確な数字は持っておりません。閲覧

件数については、増加傾向にあるというこ

とで、多くの町民の方が、おそらくホーム

ページをごらんになっていただいていると

認識をしているところでございます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長は、情報収

集に対しても自助努力が必要ということ

で、お願いしているのはわかりますけれど

も、これも十分承知しております。

実際に、テロップを見て、しゃきっとプ

ラザに早くに駆けつけたという方もいます

ので、そういうことも自分では認識してい

るつもりです。

それと、今回のように、例えば、いつも

だったら雨が降って終わりなのですけれど

も、風がついているということで、今回は

不幸中の幸いで、停電が起きなかったとい

うことで、これは大きなことだと思うので

す。この災害で停電になるというと、町も

そうですし、住民も非常に大変だったと思

いますので、停電にならなかったというこ

とが不幸中の幸いです。

災害について、公助・共助・自助という

ことは、いろいろと言われておりますけれ

ども、それはもちろん、共助・自助の部分

は今ここで議論をするものではありません

けれども、例えば、今回のようにあっとい

う間に３時半ぐらいの時点でも、長靴の中

に水が入るような状況でしたので、広報車

ということで、毎回、役場から広報で回っ

ていただいているし、それから、戸別に訪

問していただいています。

今回は、補正予算で長靴を買ったり、カ

ッパを買ったりということだったのですけ

れども、私は、今回のような水位であれ

ば、普通のライトバンで広報することは無

理であったのかというように思っていま

す。例えば、普通の乗用車とか、ライトバ

ンではなくて、ＲＶ車のような車高が高い

ような車で広報をするというように、そう

いう車というのは役場にどのぐらい用意さ

れているのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 私のわかって

いる範囲で申しわけないのですけれども、

水道のほうに配置をしている公用車が１台

と、それから道路維持にパトロール車とし

て使っている車両が１台と、あと、経済部

耕地林務の１台の３台程度かと……。私が

今、考えられる範囲の御答弁ですけれど

も、一応３台ということで考えておりま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） やはり、今回の

ように、例えば日の出、美芳、あと川の向

こうの報徳というように、場所が広くなれ

ば、こういう車がもっと必要になるのでは

ないかと考えます。財政面から見て、役場

は割と軽自動車が多くありますけれども、

いざとなったときには、これを用意する

か、そのとき一時借りるのかはわかりませ

んが、天候によっては、車高の高い車も必

要であろうと思いますし、バスを用意して

も、なかなかバスの場所まで行けないとい

うことになりますので、もしかしたら、広
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報車にいざとなったら住民を乗せていくと

いうような体制もとらなければならないの

ではないかと思っていますので、こういう

ような車両についても、今後、検証をして

いただきたいと思います。

それと、広報車の巡回の順番について

も、今後、漏れなく効果的に巡回すると答

弁がありましたけれども、やはり、その地

域によって、より先に水がつく場所という

のは、その地域の方々にふだんからよく聞

いていないと、様子見の車も行けないとい

う状態になっていますので、今回の経験を

生かして、順路をよく考慮していただきた

いと思います。避難するにしても、より低

いところ、より川のほうからしていくと

か、今回いろいろな課題があったのではな

いかというように思っています。

先ほど、ほかの議員の方にいろいろ検証を

したというような話をされていましたけれ

ども、その辺で今回、新たな反省点といい

ますか、検証が終わっているということで

すので、大きな検証の点があれば、お聞か

せ願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回、短時間に、

今までにないぐらいに早く水位が上がった

ということで、大変御迷惑をおかけしたの

ですけれども、あと、巡回路も、実際に災

害が発生すると、被害を受けた履歴はある

のですけれども、そこばかりというわけに

もいきません。その災害の対応によって、

いろいろとあると思いますので、巡回路は

ここだと、きちんと決めてしまうというよ

りは、その災害ごとに、発生する現地の状

況をいかに早く、正確につかむかというと

ころがポイントだと思いますので、そうい

った中で、効率的・効果的な巡回路をとっ

ていきたいと、そのように思っているとこ

ろであります。

それと、反省点ですけれども、今はまだ

全体的にまとまっていないと思いますが、

避難勧告・避難指示を出す立場にある私と

しては、最大の反省点は大きな範囲で避難

指示を出す、そして、それに対して、多く

の人をそこに向かわせるというようなこと

で、時間的なロスが非常にあったというよ

うな思いを、実はしております。

というのは、避難指示を出したのが８時

だったと思います。８時に出して、実際、

具体的に避難をしてもらうために人を投入

したのは、１時間半後までかかってしまっ

たということで、これが最大の私の反省で

あります。

あと、現地でのいろいろな反省点、それ

から避難所における反省点、いろいろとあ

ると思います。たくさんの課題が今回も確

認されておりますので、今、取りまとめ中

だと思いますけれども、わかる範囲で総務

部長のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、先ほど

岡本議員から質問がありました、車両につ

いての検証でございます。

現在、３０ワットから４０ワットの広報

用のスピーカーを掲載しておりますけれど

も、これは出力の大きい１５０ワット程度

のスピーカーを購入しながら、より多くの

住民の方に届くような形の整備をしていき

たいと考えておりますし、車両について

も、先ほど議員から御指摘のありました、

少し高めの車両を配置する等の考え方を持

って整備をしていきたいと思っておりま

す。

また、巡回路につきましては、それぞれ

一番実情を多く承知されているのは自治会

の皆様だと思っていますので、自治会の役

員の方等々含めて御意見を伺いながら、順

路等についても決めていきたいと考えてお

ります。

それから、災害対応の今回の課題、ある

いはその反省点でございますけれども、

今、取りまとめ中で、近日中に全員協議会

の中で、１２月中には整理をして議員の皆
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様には配布をしたいという形でお話をして

おります。近日中には取りまとめができる

と思っておりますけれども、まず、大きく

一つの反省点としては、現地の監視体制が

きちんと体制として組むことができなかっ

た。パトロール体制が少し手薄であったと

考えておりますので、パトロール体制、車

両、それから人員配置を含めて強化する必

要があると考えておりますし、その現地の

状況を、どのような形で把握するのかとい

うことについても、防災無線、あるいは現

地確認用のタブレット等の中で、本部含め

て多くの情報を共有する手段も考えていか

なければならないと反省をしているところ

でございます。

また、避難方法等につきましても、今

回、夜間の雨の中でのボートを利用しての

避難ということになりましたけれども、な

かなかボートによる避難については、１回

で避難できる人数が限られてしまうという

こともございまして、こういう状況になる

前に多くの方に避難をいただくというよう

な形を、取り急ぎ考えていく必要があるだ

ろうと思っていますし、先ほど町長が申し

ておりました、いち早く避難をしていただ

くということについての啓蒙もしていきた

いと考えているところでございます。

また、避難所運営等についても、多くの

課題が出されております。避難所等本部の

連絡体制の問題、あるいは人員配置の問題

等々含めて、多くの課題が出されておりま

すので、これらについても整理をする必要

があるだろうと考えているところでござい

ます。

それともう一つは、災害用の備品につい

て、定期的な配置の確認と稼働ができるか

どうかの確認を定期的にする、あるいは災

害対策本部設置と同時にそれらを全部確認

するというような形の手法と役割について

も必要だろうと考えておりますので、それ

らを含めて、今後、反省点を生かしなが

ら、災害対策に当たっていきたいと考えて

いるところでございます。

反省点等につきましては、近日中にまと

めたものを配付させていただきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今、取りまとめ

中ということですので、今後、しっかりと

確認していきたいと思いますし、先ほど町

長が答弁なされた、避難指示を出すことに

よって、多くの方が移動せざるを得ないと

いう話なのですけれども、昨年、空振りを

恐れないというか、そういうことがありま

した。夜遅く、雨の中で避難指示を出した

ほうがいいか、出さないほうがいいかとい

うこともありましたが、その辺の判断も非

常に難しいところがありますけれども、

今、答弁がありましたように、夜間にボー

トでということで、今回は何もなかったの

で、まだよかったのですが、これが暗がり

の中ということになりますと、例えば、マ

ンホールがあいていて落ちて亡くなった方

も、美幌ではないですが過去にいるようで

す。なるべくそこに行かないための努力と

いうのは、やはり、先ほど言いました、自

助・共助・公助という、それぞれの役割が

あるというように私も再認識しておりま

す。

ボートの話が出ましたので、例えば、ボ

ートにしても、消防に１台と、あとは自衛

隊にある。本当にそれでいいのかというこ

とになります。川の向こうとこっち側、そ

して少し離れているところで、本当にその

ボートだけでいいのかという検証もぜひし

ていただきたいと思っています。

それと、今、検証中であるということで

すので、私は広く、関係機関・自治会等か

らいろいろな話をぜひ伺ってほしいと思い

ます。消防団とか、それから自衛隊さん、

いろいろな方がかかわっておりますので、

広く検証を求めて、今後に生かしていただ
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きたいと思っています。

自主防災も自治会ではつくっております

けれども、今回の経験といたしまして、や

はり昼の３時半近くに避難勧告が出たとな

ると、職場にいて、まだ家にいない方がい

るのです。例えば、そういう方が班長をし

ていたときに、どういうように動けるかと

いう課題もありますし、夜と昼で職場に行

っているときとか、いろいろな状況があり

ます。自治会の努力、自主防災の役割とい

うこともありますけれども、私はやはり、

最終的には公助に頼らざるを得ないところ

があるのではないかと思っています。今

後、この経験を生かして、よりしっかりし

た防災対策を構築していただきたいと思い

ますので、このことについては、最終的に

町長からもう一度答弁をいただいて終わり

にしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 安心安全のまちづ

くりと日ごろから言っておりますので、住

民の皆さんの生命・財産を守るという立場

で、しっかりとした取り組みをしてまいり

たいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、葉酸

の摂取の推進に入っていきます。

平成２５年８月に、こういうものを出し

ていまして、これに食品に対する葉酸の量

とかが出ております。大分前から、私も葉

酸については気にかけておりましたけれど

も、これを見ればきちんと、こういうもの

にこれだけ葉酸が入っているので、野菜を

手ばかりでとりましょうというのがわかり

ますが、その割には、美幌町民は野菜不足

であるという、こういう書類も目にとめて

おります。

その中で、答弁にありましたように、葉

酸のサプリメントの過剰摂取はよくないと

いうことなのですけれども、葉酸によら

ず、サプリメントの過剰摂取は害があると

いうことは、かなり皆さんにも広がってい

るのではないかと考えます。その中で、日

本人は葉酸を取り込みにくい体質の方が１

５％はいるということなのです。

ある自治体では、希望者に血液の葉酸の

量を図ったり、それから、体質的に葉酸を

取り込みにくい体質なのかどうかを調べる

という自治体もあるようですが、先ほど、

妊婦を中心に言いましたけれども、大人で

も葉酸が不足すると、血液中のホモシステ

インというアミノ酸がふえて、動脈硬化を

招く、そしてそれが、脳卒中や心臓病、認

知症にもなりやすくなるという報告がある

ようです。

過剰な摂取の弊害も告知しつつ、適量の

摂取の推進を今後もぜひ広報していただき

たいと思いますし、例えば、緑黄色野菜に

多く含まれるということで、どうしても夏

場は取り込みやすく、冬場は越冬野菜など

からは余り取り込みにくいということで、

こういうことを広めて葉酸の重要性を広め

てほしい。例えば、先ほど１回目の質問に

もありましたように、冬場はパン屋さんに

そういうものを入れたパンをつくってもら

うとか、そこまでの考えは、今すぐには聞

けないかもしれませんが、もしそういう考

えがあればお聞かせ願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 今、パン

に葉酸を入れたものをつくったらどうだろ

うかというようなお話をいただいたかと思

うのですが、ヘルスリーダーさんの料理教

室というものをやってございます。その中

では、冬野菜を使った料理教室とか、こと

しは夏野菜ですけれども、冬野菜を使って

おいしく召し上がっていただく料理教室と

いうものも開催してございます。

食品の中に、普通、栄養食品というよう

に表示がされているかと思うのですけれど

も、スーパーとかでお買い上げいただける

ものの中にも、実は入っております。そう

いったものを答弁の中でもお話をさせてい
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ただいていますけれども、まず、お食事で

とっていただくということを考えていただ

いて、そこの重要性ということに御理解を

いただきたいということで、それでもだめ

だったときに、食べられないとか欠乏症が

あるというときには、管理栄養士に御相談

をいただくとか、かかりつけのお医者様に

御相談をするということで、御指導をして

いるところでございます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） より積極的に摂

取する方法が野菜でとれれば一番いいので

すけれども、なかなか若い人は野菜を食べ

づらいとか、それから、高齢者であれば生

の野菜はとりづらいとか、いろいろ問題点

はあるのではないかと思っています。

先ほど、妊婦の方にも大切な栄養素につ

いて、妊娠のときに配付しているというこ

とですので、この間のニュースでは、こと

しは非常に美幌町で婚姻届を出しに来る方

がふえたと、その方々のためにいろいろと

額縁とか、それから写真を撮るスペースを

提供しているとか、大変優しい対応をして

いるようです。そのとき一緒に、こういう

栄養の大切さ、結婚したからすぐに妊娠と

いうことにはならないのですけれども、先

ほど、１回目の質問でしましたように、妊

娠１カ月前から３カ月ぐらいが非常に大切

だという話もありましたし、妊娠や何かの

雑誌で、そういうことを推進しているもの

もあるようですが、また機会があれば考え

ていただきたいという期待を持ちまして、

質問を終わらせていただきます。

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１４時２０分といたします。

午後 ２時０８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時１９分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

既に通告しております２点について質問い

たします。

第１点目は、ＴＰＰ大筋合意への対応に

ついてであります。

平成２７年１０月５日、ＴＰＰ交渉大筋

合意の閣僚声明が発表されました。大筋合

意の協定項目は、前文・関税分野・貿易ル

ールにつきまして、３０項目になっており

ます。

秘密交渉の内容は、小出しにされており

まして、協定案前文の日本語版が、現在未

発表という段階でありまして、必ずしも正

確な評価ができないという状況にあります

が、今日の時点で、次の項目につきまし

て、美幌町としての見解をお示しいただき

たいと思います。

一つ目は、農作物重要５品目問題。国会

決議との関係。

二つ目は、５品目以外の農林水産物問

題。

三つ目は、食の安全問題。

四つ目は、ＩＳＤあるいはＩＳＤＳ問

題。

五つ目は、協定発効７年後からの再協議

問題。

そして、六つ目といたしまして、美幌町

への影響額試算であります。

この点の２項目めは、ＴＰＰ協定批准阻

止に向けての今後の取り組みについて伺い

ます。

ＴＰＰ大筋合意は、最終的に国会での批

准を必要としており、地域を崩壊させる危

険な内容の周知と啓発、批准阻止に向けて

の世論喚起、反対運動が重要な段階に来て

いると考えますが、美幌町内及びオホーツ

ク管内での具体的な批准阻止の取り組みに

ついてお示しいただきたいと思います。

質問の二つ目は、ドッグラン整備につい
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てであります。

私は、一昨年９月議会におきまして、犬

を飼育する町民の要望を受けて、動物愛護

法の基本原則（第２条）に則り、美幌町で

のドックラン整備の必要性の提案を行いま

した。

公表されている道内の公営ドッグラン

は、石狩市・恵庭市・千歳市・苫小牧市な

どでありまして、ここはいずれも２４時

間、無料開放が基本となっておりまして、

利用者の好評を得ているものでございま

す。設置費用も多額ではないということで

ありまして、町民の要望に応え、美幌町の

魅力を引き出す上でも、早急の整備を図る

べきと考えますが、これまでの検討の経過

と今後の見通しについてお伺いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

初めに、ＴＰＰ大筋合意への対応につい

てであります。

一つ目の御質問の、大筋合意への対応で

ありますが、ＴＰＰについては、農林水産

業のみならず、食の安全・安心、医療・保

険、公共事業など、さまざまな分野に大き

な影響を与え、地域経済や地域社会の崩壊

を招く懸念があり、美幌町としては、ＴＰ

Ｐ断固反対の立場は変わっておりません。

参加１２カ国によるＴＰＰ交渉は、１０月

５日、米国アトランタでの閣僚会合で大筋

合意され、協定の文章は３０章で構成され

ており、関税の撤廃・削減に加え、著作権

や政府調達など、幅広い分野で貿易や投資

の共通ルールが盛り込まれております。

交渉経過においても、重要５品目以外の

農作物の説明などが全くないまま、大筋合

意後に突然として、タマネギの段階的な関

税撤廃、ニンジンやアスパラガスなどの野

菜の即時関税撤廃が発表されるなど、大筋

合意内容が小出しにしていることは、まこ

とに遺憾であります。

協定案の全文が未発表でありますが、現

時点での本町の見解をお答えいたしたいと

思います。農作物の重要５品目問題（国会

決議）でありますが、米・麦・牛肉・豚

肉・乳製品・甘味資源作物は、関税撤廃を

されたことのない５８６品目のうち、１７

４品目、約３割が関税撤廃されるなど、１

０年を超える期間をかけた段階的な関税撤

廃も認めないとした、国会決議に明らかに

違反していると考えます。

５品目以外の農林水産物問題であります

が、２４８品目のうち２２１品目、約９割

が関税撤廃されており、５品目同様に、輸

入品の価格が低下することによる国産品の

価格への影響、さらには、畑作における輪

作体系の崩壊を懸念しているところであり

ます。

食の安全問題でありますが、食の安全を

守るための規制や基準が不十分なまま、関

税が撤廃され、輸入食品が増加すると、食

の安全が脅かされるものと懸念しておりま

す。

ＩＳＤ条項問題でありますが、国民の安

全よりも、企業や投資家の利益が優先され

ることにもなりかねないものと懸念してい

るところであります。

協定発効７年後からの再協議問題であり

ますが、１１月５日に暫定の条文案を公表

し、協定発効の７年目以降に日本が米国な

ど５カ国から、関税の見直しを求められた

場合は、再協議すると明記されており、重

要５品目など、ＴＰＰ参加国の関心の高い

品目で関税を残しており、将来、自由化の

圧力が高まりかねないことを懸念しており

ます。

美幌町への影響額の試算でありますが、

北海道においても、大筋合意後における北

海道農業への影響額を試算しておりません

ので、本町においても、現段階では本町農

業への影響額を試算しておりませんが、

国・道・ＪＡとも連携を密にして、試算に
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向けた準備を取り進めたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたしたいと思い

ます。

二つ目の質問でありますが、ＴＰＰ大筋

合意は１２カ国で署名し、国会において批

准し、発効することになりますが、署名後

２年以内に全１２カ国の手続が終わらない

場合は、ＧＤＰ（国内総生産）の合計が８

５％を占める６カ国で批准すれば発効でき

る規定を設けております。米国のＧＤＰは

約６０％、日本のＧＤＰは約１７％である

ことから、日本が批准しなければＴＰＰの

発効はできないことになります。

本町は、ＴＰＰ断固反対の立場を明確に

しながら、平成２３年２月に美幌町ＴＰＰ

を考える連絡会議を設置いたしました。こ

の間に、セミナーの開催・のぼり・看板・

広報掲載により、町民の方々にＴＰＰが地

域に及ぼす影響について、周知を図ってき

たところであります。

また、広域的な運動が必要であることか

ら、オホーツク圏活性化期成会や関係機関

を通じて、機会あるごとに取り組み強化の

要請を行っており、ことし６月４日には、

昨年１２月に３５団体で組織されました、

ＴＰＰ問題を考えるオホーツク管内関係団

体連絡会議代表の北見市長に対し、同連絡

会議が中心となった広範な取り組みによる

一斉行動を要請したところ、７月２５日に

オホーツク緊急集会が開催されました。

今後においても、引き続き広範な取り組

みが実施されるものと考えており、本町と

しても、その取り組みに積極的に参画し

て、最大限の活動を行ってまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたし

たいと思います。

次に、ドッグランの整備について。ドッ

グラン整備の検討経過と今後の見通しにつ

いてでありますが、北海道におけるドッグ

ランの設置状況でありますが、ホームペー

ジで公開されている施設は６４カ所で、そ

の内訳は、民間事業者５４施設、公営施設

が１０施設となっております。その公営施

設の多くは道の駅に併設されております。

また、２４時間無料開放している公設ドッ

グランでは、札幌市近郊や都市部の公園に

設置され、日中は公園の管理人が常駐また

は巡回するなどの管理が行われておりま

す。

本町におけるドッグランの検討状況につ

いてでありますが、ニーズの把握には至っ

ていないのが現状であります。また、ニー

ズを把握する過程では、民間事業者による

領域なのか、公が行うべきなのかの判断も

必要とされると考えており、慎重に判断し

てまいりたいと考えておりますので、御理

解いただきますようよろしくお願いをいた

したいと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 今、５年前の１１

月議会以来、美幌町議会としましても、Ｔ

ＰＰ協定への参加は断固として認められな

いということで、６回にわたって政府に対

する意見書を提出しているところでありま

す。

今回、大筋合意が発表された段階で、で

は、国民的にはどうなのだろうということ

を見てみました。５日に発表された直後の

７日、８日、緊急に全国世論調査が行われ

ております。それによりますと、読売新聞

では、ＴＰＰ大筋合意を評価する５９％、

評価しない２８％ということで、ダブルス

コアで評価するという状況になっていま

す。同じく毎日新聞では、大筋合意を評価

する５０％、評価しない３６％、評価する

に対して７割のレベルでとどまっていると

いうのが全国的な状況のようであります。

このままいけば、圧倒されるということで

あります。

ところが、もう一つ注目すべき世論調査

があります。日本農業新聞が読者の中のモ

ニターに対して、アンケート調査をやって

いるのですが、これによりますと、全く逆
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でありまして、圧倒的に国会決議に違反す

るという中身でありまして、数字が手元に

出ていきませんが、農業者の中では明らか

に評価しないという状況が大変強いもので

す。あわせて、これは第３次安倍内閣の組

閣直後ということで、内閣支持率につきま

しても、アンケートがとられているという

ことで、先ほどの読売新聞でいえば、内閣

支持率を支持するが４６％、不支持が４

５％ということで、その前から比べて支持

率がぐんと上がっていると。毎日新聞も内

閣を支持するが３９％、不支持が４３％で

ありますが、いずれも指示率が上がって、

不支持率が下がっているという状況になっ

ております。

先ほど申し上げましたが、日本農業新聞

の農政モニター調査は１０月２８日付で行

われておりますが、安倍政権の支持率は、

安倍政権発足直後は６割ほどありました。

ことし７月には、３６％へと半減しており

まして、大筋合意後は１８％へと急落して

います。私は、ここに大変意味のあるデー

タが示されていると思うのですが、政府と

大手マスコミ上げて、あたかも日本の将来

にとってＴＰＰは絶対的にいいものだと。

この宣伝が圧倒していて、その影響を受け

た世論の反映があるのではないか。オール

北海道、あるいはオール美幌町として、こ

の間取り組んできたことが、まだまだ広が

っていないということを意味しているので

はないかと思うのですが、取り組んでみ

て、町長いかがでしょうか。

町長御自身の３選目の公約は、ＴＰＰの

阻止ということで、何としてもストップを

かけるというのが、町長自身の公約でもあ

りますので、これまで取り組んできたこと

の効果も含めて、どのように押さえておら

れるか、まず伺います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌町の状況につ

いてでありますけれども、特に集計したも

のはございませんので、具体的に何％がこ

の大筋合意に賛成しているのか、反対して

いるのかはわかりませんけれども、ただ、

我々が今まで取り組んできた運動、あるい

はさまざまなことについては、一定の評価

をいただいているのだろうと、私はそのよ

うに思っているところであります。

それで、全国紙の大手の新聞もそれぞれ

基調が違うと思います。読売新聞は賛成、

そして、北海道新聞は反対の立場をとるよ

うな表現になっているということであると

思います。それで、日本農業新聞について

は、圧倒的に評価をしないという集計のよ

うでありますけれども、これはやはり、農

業にとって、本当にこれから未来が開ける

のかということを考えると、暗たんたる気

持ちになるというような思いで評価しない

ということだと思いますし、また、重要５

品目についても撤廃はしないけれども、率

を下げていくというようなことも含めて、

そういった評価ではないかと思っておりま

す。

美幌町の評価は、私が直接大賛成ですと

いう声は余り聞いたことがございませんの

で、大筋はわかっていただいているのだろ

うと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 大筋合意に対する

日本農業新聞のモニターの意識調査が、

今、手元にあります。

大筋合意は、農産物の重要５品目の聖域

確保を求めた国会決議に対して違反すると

考える人は、６９％に上っている。国会決

議を遵守しているというのはわずか７％

で、あわせて、大筋合意でみずからの経営

が悪化する及びやや悪化すると考えている

人が７０％、特に北海道の場合、注目しな

ければならないのは、専業農家で悪化する

との回答がさらに上回っているということ

で、兼業農家とは違った、ほかに行きよう

がないという方々の声が、暮らしがかかっ

ていますので、非常に重く受けとめている
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ということを、私は示しているというよう

に思います。

しかし、テレビや新聞、あるいは特に政

府関係者は、国会決議に違反しているなど

とは一言も言いません。大いに広げていか

なければならないと思っておりますのは、

国会決議で重要５品目、これは交渉対象か

ら外せということでありますが、例えば、

米の関連品目の関税撤廃率２６％が関税撤

廃されました。麦の２４％が撤廃されまし

た。牛肉の７３％が撤廃されました。豚肉

の６７％が撤廃されました。乳製品の１

６％、甘味資源作物の２４％、これが撤廃

されたものです。明らかに数字は、国会決

議に全く違反していると。

そのほかに、撤廃はされていないけれど

も、関税削減などの譲歩が行われていると

いうのは、例えば、麦で事実上の関税、マ

ークアップ（売買差益）を４５％削減す

る。牛肉で現行３８.５％の関税を９％に削

減する。豚肉などについても、低・中価格

帯の従量税を４８２円から５０円に削減す

るなどなど、多岐にわたっているというの

が中身でありまして、絶対に放置すること

ができない中身、特に輪作体系が持たない

だろうというように思っております。これ

らを含めて、私は、現在の手持ちの資料

で、到底、容認はできないということを、

まず声を大にしていくことが必要ではない

かと思うのですが、全道の首長に対するア

ンケート調査がされたということをお聞き

していますので、その際の土谷町長の意思

表示も含めて、お示しいただければと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 町長、今、資料を

取りに行った職員がいますが、このまま進

めるので、大江議員には別のことで聞いて

いただいて、職員が戻って来たら、またそ

のことについて答弁をしていただければと

思います。続けます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 最初の質問でも申

し上げたのですが、食の安全は消費者にと

ってどうなのかということであります。

世論調査の中では、安い食糧が手に入る

のであれば、大いに結構だというのがテレ

ビの画面で再三再四流れています。けれど

も、日本の食品については、安全・安心と

いうのが絶対的な価値観だろうと思いま

す。

それで、政府は食の安全については、Ｗ

ＴＯ・ＳＰＳ協定を踏まえた協定になって

いて、何ら問題がないという見解ですが、

発表された協定案では、アメリカ政府との

間で、収穫前及び収穫後に使用された、い

わゆるポストハーベストという言葉のほう

が耳なれたものではないかと思うのです

が、防かび剤、食品添加物並びにゼラチン

及びコラーゲンに関する取り組みに認識の

一致を見たということになっておりまし

て、アメリカが求めていた食品添加物の認

可数をふやすことを決めたと、これを決め

るということを既に約束しております。

また、現在平均で９２時間かかっている

輸入食品の検疫、細菌検査が、ＴＰＰで４

８時間以内に税関を通過しなくてはならな

いと、簡素化されることになりました。輸

入食品の検査率が、全て検査されるわけで

はありませんので、この５年間の平均で１

２.７％、これが８.８％に下げるというこ

とで、食の安全性についても、今回のＴＰ

Ｐは明らかに食の安全が守られるのかどう

かがわからないということであります。

そこで、「今回の」と私が申し上げてい

るのは、今回は入り口。全くの入り口で

す。今後は、どんどん再交渉の対象になっ

てきますので、小さく、協定の内容は生ん

で、関税撤廃に向けてどんどん進んでいく

という中身の、今は大筋合意の話だという

意味で、この点でも非常に重要な問題点を

含んでいるのだというように思います。

この点については、なかなか知らされて

いないということもありますので、世論調

査の中には、当然知らないことは答えきれ
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ないと、まさかそんなことになっていると

いうようにはわかりませんので、こういう

中身の全容が明らかにされていないという

ことも含めて、国民の意識に大きく反映し

ているというように思います。

それで、もう一つの問題ともあわせてお

聞きしたいのですが、国民の命の問題で今

申し上げました。もう一つは、私はＩＳ

Ｄ、ＩＳＤＳとも言われますが、毒素条項

がきちんと入れられているということにつ

いて、全くこれは放置できるものではない

というように思います。

毒の安全だとか、環境保護だとか、国内

産業保護などの点から、日本の政府として

規制を設けて、立法措置がとられておりま

すが、他国籍企業の利益に反するというよ

うにした場合に、国会で決めた法律や規制

を相手取って、日本は公正な取引に対して

介入しているということで、損害賠償を求

めることができるような中身が、今回きち

んと入れられているということは、極めて

ゆゆしい問題だというように思っておりま

すが、この点についてはどう押さえておら

れますでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、食の安全の

問題ですけれども、議員御指摘のように衛

生植物検疫であるとか、食の安全基準は、

日本が多分、世界に誇っていい基準だと思

いますけれども、さらに言うと、遺伝子組

み換え作物の表示問題も当然絡まってくる

話だと思います。

さらに今、ＩＳＤのお話もありましたけ

れども、食の安全のところで言うと、我々

が経験しているＢＳＥのときも、アメリカ

の圧力でどんどん月齢が下がってきたとい

う例がありますので、今はそうでなくて

も、将来的に安全基準の規制が取り払われ

るという可能性はないとも言えないという

ところで、将来に対する不安があるという

ことだろうと思いますので、この点につい

ても、しっかりと注目していかなければい

けないと思っているところであります。

それから、ＩＳＤＳの関係でありますけ

れども、これは直接的に我が町にというお

話はなかなか影響としては小さいと思いま

す。日本全体として考えると、やはり大き

な問題であると思っているところでありま

す。

それと、先ほどのアンケート調査の結果

が来ましたので、担当から答弁させていた

だきたいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 先ほどのＴＰ

Ｐに関する全国首町アンケートの結果につ

いて御説明をさせていただきます。

アンケートにつきましては、一般社団法

人共同通信社が１０月１５日付で全国の首

町に対して行っております。これに対す

る、土谷町長からの回答でありますが、１

点目の問いで「政府が進めているＴＰＰの

交渉が大筋合意に至りました。合意内容に

賛成ですか、反対ですか」という選択に対

しては、土谷町長は４番の「反対」を選択

しております。

次の問いでありますが、「今の問１で反

対、どちらかというと反対と答えた方の理

由」でありますが、美幌町としましては

「詳細が公表されておらず、農業重要５品

目を関税撤廃の例外とした国会決議が遵守

されないおそれがある」としております。

３番目の問いでありますが、「ＴＰＰは

貴自治体にどのような直接な影響を及ぼし

ますか」という問いでありますが、これに

対しては「マイナスの影響がある」と回答

しております。

次の問いでありますが、「ＴＰＰによっ

て、貴自治体で最も影響を受けることが予

想される生産物を選んでください」という

ことでありますが、本町では「麦」を選択

しております。その影響としましては、

「経営所得安定対策の財源となっている事

実上の関税に当たるマークアップ、これは

年間約８００億円でありますが、これを９
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年目までに４５％削減することにより、財

源不足が生じ、現在の水準の対策が確保で

きない場合、主要作物である畑作３品の輪

作体系に影響を生じ、連作障害による作物

の生産量の低下により、地域経済に大打撃

を及ぼす」としております。

次の問いで「ＴＰＰの影響に対する自治

体独自の対策を考えていますか」というこ

とでありますが、ここについては「今後検

討する」としており、「本来であれば、国

が考えるべきことと思う」としておりま

す。

次の問いでありますが、「ＴＰＰは全国

的には特に農業分野に大きな影響を与える

と見られています。政府はどのような対策

をとるべきだと考えておりますか」という

ことで、本町では「農業者の生産意欲が衰

退しないよう、法的な裏づけのある対策を

することで、財源確保を含めた安定的な対

策をすること」と回答しております。

最後に、回答の補足でありますが、ＴＰ

Ｐに対する意見としまして「政府はＴＰＰ

大筋合意で農林水産物の重要５品目の聖域

確保を求める衆参決議がぎりぎりで守られ

たとしているが、国会決議では１０年を超

える期間をかけた段階的な関税撤廃も認め

ないとしているが、本当に遵守されたの

か。ＴＰＰ大筋合意後に突然としてタマネ

ギの段階的な関税撤廃やニンジン、アスパ

ラガス等、野菜の即時撤廃が発表されたの

は遺憾である。経営所得安定対策、肉牛農

家と養豚農家向けの経営安定対策につい

て、法的な裏づけのある対策とすること

で、財源確保を含めた安定的な対策とし、

生産者の不安解消を図ること。日本の食料

基地を担っている北海道においては、農業

者のみならず関連産業にも影響が甚大であ

り、その対策も十二分に図られたい。地域

において丁寧な説明会を開催すること」以

上が回答の内容であります。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 町民の立場に立っ

て、その先頭でアンケートにもお答えいた

だいているということは伺いました。

ＩＳＤについて、政府はこういうように

言っています。「勝手にこの権利を使われ

ないように、抑制する規定を入れた」と言

っているのですが、この件についてはＴＰ

Ｐ参加交渉からの即時脱退を求める大学人

の会――大学の先生方がつくっておられる

会が声明を出しておりまして、今回盛り込

まれたとされている濫訴――どんどんその

権利を行使しないようにと濫訴を防止する

という規定も、これまでのＩＳＤの規程に

含まれている条項であって、抑制の保障と

はなり得ないという批判になっておりまし

て、一たびレールが引かれると、憲法４１

条で、国会は国権の最高機関であると。そ

こで決めたものが、一企業の利益に反する

ということで、損害賠償まで求められる可

能性を持っているということでありまし

て、こういうのも含めて、しっかり対応し

ていく必要があると思います。

時間が限られていますので、当面の影響

をどう見るかという点では、１１月２日に

北海道のＴＰＰ交渉の大筋合意に伴う、北

海道の影響中間取りまとめの中でも、影響

額が出されていないので、美幌町としてな

かなか出せないのだということで理解はい

たしますが、東大の鈴木先生が発表されて

まとめられたものがあります。ＴＰＰ大筋

合意農業分野の被害資産、これは牛肉につ

いては全国肉牛事業協同組合の試算で、豚

肉については日本養豚協会の試算などを引

いて、１兆２,１３８億円が今回の、全く入

り口の協定の段階で影響を受けると。この

金額は、２年前、２０１３年の農業生産額

が８兆５,０００億円余りでありましたの

で、入り口の段階で１３％もの影響を受け

るだろうということであります。

そこで、これは入り口だからということ

なのですが、政府はどう見ているのかとい

うことも調べました。ＴＰＰ交渉参画に対
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して、国境措置を撤廃した場合の経済効果

は、農林水産全体で３兆円程度影響を受け

るというのが、農林水産省の試算となって

います。ちなみに、農林水産の２年前の生

産額は５兆７,０００億円ですから、５割以

上の打撃を受けるということを政府自身が

言っています。

それで、政府の基本スタイルはどうかと

いうことで、これも調べていることです

が、ことし３月、食料・農業・農村基本計

画で閣議決定されましたが、食料自給率を

カロリーベースで２０１３年、２年前の３

９％から４５％に引き上げる、生産額ベー

スで６５％から７３％に引き上げるという

ことを決めていますが、全く方向が違って

くるということであります。

大筋合意後、政府試算が出されています

が、ＴＰＰでカロリーベース約４０％が２

７％に下がる、それから生産額ベースで７

０％が５５％に下がるということで、こと

し３月に閣議決定した中身を公然と踏み破

って、日本の食糧あるいは食料自給率をど

んどん引き下げると、世界の趨勢にも全く

反するものになっていくということになり

ますが、３兆円程度減少したら、美幌町の

農業は、存在そのものが困難になるのでは

ないかというように思うのですが、いかが

でしょうか。

これは、想定された範囲の中で政府が出

している資料です。それが、そちらに向か

って、どんどん協定の中身が協定締結され

れば、再協議が直ちに始まっていくという

ことを、どうやら意味することになってい

るようですので、これも、首長としてはし

っかり受けとめる必要があるのではないか

というように思うのですが、どうでしょ

う。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 影響額について

は、数年前に３０８億円という数字を出し

ました。これは、道が試算した内容をベー

スに、我が町において、幾ら影響を受ける

かということであります。

それで、今はまだ北海道も出しておりま

せん。それで、出次第、我が町の受ける影

響額についても試算をしてみたいと、その

ように思っております。

一方で、自給率を４５％にするというの

と相入れないのではないかという御指摘で

ありますけれども、全くそのとおりだと思

いますし、私は、農業が打撃を受けるとい

うことは、地域の地盤沈下にもつながりま

すし、地域崩壊にもつながるのではないか

という面から考えると、今、まさに進めて

いる、ふるさと地域創生にも非常に影響を

与えるものだろうと、そのような見方をし

ているところであります。

いずれにしましても、この影響額につい

ては、ＴＰＰ交渉の全体が９,０１８品目と

いうように、大きな品目にわたっているわ

けであります。そのうち、農林水産物でい

うと、２,３２８品目にわたるということ

で、これは我が町でも試算をしようと思っ

ていますけれども、政府には費目ごとの予

想される影響について、しっかりと示して

いただきたいと思いますし、もう少し言う

と、研究者や専門家がしっかりとその辺を

客観的な立場で、さまざまな角度から検証

する必要があるのだろうと、そのことで、

進めということはあり得ないと思いますけ

れども、警鈴を鳴らしたりすることができ

るのだろうと、そのように思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 盛んにテレビなど

で、日本の農業は努力が足りないと、しか

し、未来もあるではないかということで、

あたかもどんどん輸出ができるかのような

宣伝がされています。

そこで、本当に政府自身がそう思ってい

るのだろうかということで調べましたが、

今２０１５年ですが、２０２０年、あと５

年後の農林水産物食品の輸出目標の合計が
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１兆１５０億円となって、ここに農業の未

来があるかのように、盛んに言っているの

で、探してみましたが、みそ・しょうゆ・

清涼飲料水・菓子類・日本酒・米菓・健康

食品・レトルト食品といったものがほとん

どで、北海道が誇っている麦にしまして

も、ビート、バレイショに由来するものは

一つも見出せない。そしたら、努力を重ね

ても、北海道農業の未来は輸出には全く結

びつかないということになっています。わ

ずかに牛肉、林産物がごくわずか――これ

は、林産物が２５０億円、青果物が２５０

億円、花が１５０億円、お茶が１５０億

円、水産物で３,５００億円となっています

が、全く政府は、北海道農業の基幹となる

ものについて、テレビでは盛んに努力が足

りないと、輸出しなさいと言うけれども、

未来は政府自身も描いていないということ

であります。これは、大筋合意を念頭に置

いた試算なのだろうと思っています。

そこで、実はＴＰＰ政府対策本部事務局

はこう言っています。「関税撤廃しないで

関税は残したものの中で、関税撤廃時期の

繰り上げ、前倒しを協定発効後、いつでも

可能となっている。協定さえつくってしま

えば、翌年からでも期間を前倒ししろとい

う交渉に応じます」と。それから、７年後

には、関税がある品目全てが、協議の対象

になるということで、先ほどから私は申し

上げていますが、小さく生んで、大きく育

てて、行く行くは関税原則ゼロという方向

に向かって、この大筋合意の中身が、そち

らの方向に向かっているということであり

ます。とんでもない中身になっている。一

たび許せば逃げられないという状況に、今

なっているということで、絶対に批准させ

ないということと、この中身をどうやって

たくさんの人に――今は賛成しているが中

身がわかると「それなら」ということで、

日本農業新聞を読んでおられる方々が劇的

に変化しているような、変化をつくり出さ

ないと負けるという状況にあるということ

で、まだ７月の参議院選挙の前には、もし

かしたら批准はされないかもしれないとい

う日程も含めて、町を挙げてしっかりとし

た取り組みが必要になっているというよう

に思いますが、そういう意味で、より一

層、町長自身の姿勢を前倒しにして、協定

を批准させないと、阻止するということで

努力する方向性をぜひお示しいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 前倒しにいつから

でも応じるという情報があるというような

ことでありますけれども、やはり、長いも

ので３０数年かけて、じわっと下げていく

と、そして、即時撤廃というのも大きいも

のがあると。

それで、やはり私は、じわっと来るとこ

ろが、人のうわさも何日かで、じわっと来

るのが一番怖いのではないかという思いを

しているところであります。前倒しでいく

と、注目を浴びるから、当然反対もされる

方もたくさんいるということでありますけ

れども、協定を結んだ後ですと、じわっと

来るのが一番怖いのではないかという思い

をしているところであります。

それで、私の姿勢を前倒しにというお話

でありますけれども、今までやってきてい

ることも、この地域を守るために、やはり

基幹産業である農業、あるいは１次産業を

守るために、今までやってきたつもりでお

りますし、今後もこの地域、町益あるいは

地域益を守るために、反対するべきところ

はしっかりと反対をしていきたいと、その

ような思いであります。

内容が、今はまだ不透明なところがあり

まして、先ほど言いましたように、専門家

の力も借りないとならない、研究者の力も

借りないとならないということでありま

す。いずれにしろ、姿勢的には、これは大

きな問題で、今は農業の話を中心にされて

おりますけれども、医療であるとか保険で

あるとか、暮らしに直結する部分がたくさ
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ん含まれているというのが、このＴＰＰの

恐ろしいところだろうと思っておりますの

で、地域を守るため、地域、町益を守るた

めに、しっかりとした取り組みを今後もし

ていきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 急いで対応しなけ

ればならない部分は、どうやらほかにもあ

るようです。

年内にもＩＵとの間で、経済連携協定を

結ぶと。ここでも相当の譲歩をするのでは

ないか。あるいは、アジア太平洋自由貿易

圏（ＦＴＡＡＰ）、東アジア地域包括的経

済連携（ＲＣＥＰ）などが、安倍政権によ

って、どんどん今度は同じような中身で進

んでいく可能性を持っているということで

ありまして、これらも含めて、世論の喚起

が大変急がれるというように思います。

時間もありませんので、実は、相当強引

に進めている安倍政権ですが、有事法制の

問題を見ましても、沖縄の米軍新基地問題

を見ましても、原発再稼働問題を見まして

も、あるいは臨時国会の召集を拒否すると

いうような問題を見ましても、多くの国民

のそれぞれの問題から見ると、とんでもな

いことの連続が今ありまして、ＴＰＰも含

めて、それぞれの頑張りを横につなげてい

けば、絶対に国内の多数派にはなり得ない

ということが見えていますので、諦めない

で大筋合意になったから、もうしょうがな

いと言わないで、しっかり頑張っていただ

きたいと思います。

残り時間が３分少々ということで、ドッ

グランについて御質問をいたします。

これは、石狩市の町の宣伝物ですが、石

狩市で安らぎたいと、石狩の生活、自然環

境を御紹介しますという内容の中に、実は

ドッグランが入っているのです。「ワンダ

フル」というように犬が言っていますが、

実は、苫小牧、恵庭、千歳、それぞれの町

に問い合わせをしてみましたが、よく利用

されていると、好評だというのがドッグラ

ンの最近の情報です。

これは、公益社団法人日本愛玩動物協会

と東洋大学の研究室がつくった、ペットツ

ーリズムの適正推進ガイドラインというも

のです。実は、２年前に私は質問いたしま

したが、大分状況が変わってきていまし

て、ペットではなくて、人間の伴侶であっ

て、コンパニオンアニマルだというところ

まで出てきています。お金を愛犬にどんど

んかけるという状況で、その金額は２０１

１年現在で１兆４,０００億円にもなるのだ

そうです。

新しい産業としての位置づけが、各地で

注目を浴びているということであります。

美幌町は、国道４本が集まる交通の要衝で

あって、ペットツーリズムという言葉が、

実は、表にも出てきているという段階で、

畜犬登録数が１,１００何頭ですが、町内の

犬だけではなくて、近隣の、あるいは全国

の、一緒に旅をする方々も含めて、美幌町

のドッグランを必ず使うというような形

で、整備を図るべきではないか。そういう

段階にいよいよ来ていると思うのですが、

「ワンダフル」というように町長、腰を上

げていただくことができませんでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今すぐに「ワンダ

フル」とはなかなか言えないような状況で

ありますので、まず、人の圏域を越えた行

き来を目指したいと。そこで、犬も連れて

きていただくというようなことで「ワンダ

フル」ということになればいいなと思って

おります。申しわけございません。そのく

らいの答弁しか今はできませんので、御理

解を賜りたいと、そのように思います。

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。

以上で一般質問を終わります。

―――――――――――――――――――



－ 80－

◎日程第３ 同意第９号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 同意第

９号美幌町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第９号美幌町

固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て御説明を申し上げたいと思います。

本町固定資産評価審査委員会委員菅原雅

之氏は、平成２７年１２月２４日をもって

任期満了となるので、次の者を選任いたし

たく、地方税法第４２３条第３項の規定に

より、議会の同意を求めるというものでご

ざいます。

記。

住所、美幌町字大通北４丁目２番地の

８。

氏名、菅原雅之さん。

生年月日、昭和３４年１２月１６日生ま

れでございます。

どうぞよろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第９号美幌町固定資産評

価審査委員会委員の選任についてを採決し

ます。

この採決は起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、同意することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 諮問第３号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 諮問第

３号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 諮問第３号人権擁

護委員候補者の推薦について。

人権擁護委員杢師美和子氏は、平成２８

年６月３０日をもって任期満了となるの

で、次の者を候補者として推薦いたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるというものでご

ざいます。

記。

住所、美幌町字青山南２４番地の５。

氏名、杢師美和子さん。

生年月日、昭和２６年１２月２６日でご

ざいます。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、諮問第３号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、適任と答申するこ

とに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時２５分 散会  
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